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Summary 

“ State Contracts ” are defined as contracts which are concluded between states or 
national enterprises and foreign private persons (legal or natural). This article is 
concerned with the problem of the law which governs the state contracts. 
Formerly state contracts were considered to be subject to the municipal law system 

of the host states. If so, however, the states, which have sovereignty, could affect 
the contractual rights of private persons legally under their municipal law, or as 
happened in many cases private persons could not obtain enough information about the 
legal systems of the host states, which were often different from their own legal 
system. As a result, various people have tried to search for a legal foundation to 
stabilize contractual relationships. Numbers of authors say that state contracts should 
be regarded to be free from the regulation of some municipal laws of certain states, 
especially the law of the host states. But today this theory is criticized by those who 
support the concept of permanent sovereignty over natural resources, because it leads 
toward the limitation of the sovereignty of the host states over state contracts. Thus 
concerning the problem of state contracts, it is most important to balance the contｭ
ractual rights of private persons with the sovereign rights of states. 
When a dispute occurrs between the parties of a state contract, they can submit it 

to ad hoc arbitration by mutual agreement. I investigate the judgments of arbitraｭ
tions which applied law which were not some municipal law of a certain state and 
discuss three points as follows : 
1. When the parties expressly agree that their contract should be governed by law 
which is not some municipal law of a certain state, or, even if there is no such 
agreement, when the arbitration tribunal considers that the law which it applies 
is not some municipal law of a certain state, how is the applicable law chosen? 

2. When the arbitration tribunal applies law which is not a municipal law of a 
certain state, what kind of principles are available for it to settle the dispute, and 
why does it apply them ? 

3. Is it possible to apply to state contracts some principles which are different from 
ones which have been applied by the arbitration tribunals ? 

Concerning the first question, we can conclude that most of the arbitration tribunals 
recognize the applicability of the principle that the parties can choose the law to 
govern their contractual relationship, and many tribunals refer to general principles 
of law. 
Concerning the second question, I refer to three principles which have been used 

by tribunals to settle disputes. They are as follows : 
1. custom and practice in business and industry 
2. general principles of law 
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3. principles common to the municipal laws of a number of states 
Comparing the second and the third points, it can be said that both of them are 
derived from plural municipal laws by means of comparison, but the former can be 
accepted more generally because the number of municipal laws which are compared 
is greater than that of the latter. 
Concerning the third question, from the above investigation, I found that all the 

principles which the tribunals applied were those of private law. In state contracts, 
I think that it is necessary to take into account the important element that one party 
is a sovereign state. So I discuss the theory of those who analogize state contracts 
with contrat administratif. As a matter of fact, there remains problems with this 
theory, but it is my current thinking that the concept of contrat administratif may be 
effective in constructing some new foundations to settle disputes concerning state 
contracts, for we maybe able to balance the contractual rights of private persons with 
the sovereign rights of state according to this concept. 

第 I章序

第 1 節国家契約

私人は国際的な活動をするために様々な契約を

結ぶ．この論文でとりあげる「国家契約（State

contract）」も，そのような契約の一つの形態であ

る．

「国家契約」という語は，国家や国家と密接な

関係を有する法人（国有企業）と外国の国籍を有

する私人（自然人・法人を問わなし、）との聞に結

ばれる契約を意味する．同様に国家と私人の聞に

結ぼれる契約を意味する語としては，「経済開発

協定（economic development agreement)J1l, 

「準国際的協定（quasi-international agreemeｭ

nt）」わ，「国際的契約（international contract）」 3ヘ

「コンセッション協定」•i, 「国家との契約」5）など

が用いられており，「国家契約」という用語が，

統一的に用いられているわけではない．しかし，

この論文では以下のような理由から，この用語を

用いることとした．

まず，「経済開発協定」，「準国際的協定」とい

う用語については，これを用いた著者の定義に忠

実に従うならば，国家側の当事者が政府のみに限

定されるため，固有企業を一方の当事者とする契

約が排除されてしまう．国家は私人と契約を結ぶ

際，契約上の義務を履行するための固有企業をし

ばしば設立する．このような場合，私人との聞に

結ぼれる契約の当事者も，当該固有企業となる．

国有企業は国家と密接な関係をもっ点を考慮すれ

ば，国有企業を一方の当事者とする契約を検討の

対象外とすることは望ましくない．また，「経済

開発」とし、う語は，契約の目的がそれに限定され

るかのごとき印象を与える．国家が私人と契約を

結ぶのは，自国の経済発展に必要な資本・技術な

どを獲得するためで、あることが多いのは事実だ

が，これは契約の目的や効果の特色として考える

べきであろう．

次に「国際的契約」とし、う用語については，こ

れを用いた著者自身，結論の部分で「トランスナ

ショナルな契約（transnational contract）」 6）とし、

う用語がより適当であると述べており，便宜的用

語である印象が強い．「コンセッション協定」と

いう用語については，従来，国家と私人の聞の関

係がコンセッションの形をとる場合が多かったこ

とから，広く国家と私人の聞の契約を意味する用

語として用いられるようになったものだが，それ

はあくまで国家と私人の聞の契約のー形態を意味

すると考えるべきである．また，コンセッション

とし、う語が国家による私人への権利賦与を意味す

る場合もあり，契約を基礎とする当事者聞の関係

を示す語として妥当でないという点も指摘してお

かねばならない．

「国家契約」という用語は，契約の一方当事者

が国家であること，及び当事者間の関係を契約に

基づくものと考える立場をとることを示しうる語

であり，かっ上記の如き問題を伴わないと考える．

国家契約は一般的に以下のような特色を有す

る．
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(1) 国家または国有企業と外国私人の聞の契約

である．国家の側が発展途上国，私人の側が

先進国の法人（その多くは多国籍企業）であ

る場合が多い．

(2）契約の目的は契約当事者たる国家の領域内

の天然資源の開発プラントや港湾・発電所・

鉄道などの建設，運輸や通信に関する業務，

地域開発など，当該国家の経済的社会的発展

に結びつきうるものである．

(3) (2）の特色を有する結果，契約の有効期聞が

長く，かつ私人側の契約上の義務の履行に

は巨額の費用が必要である．

第 2節国家契約に関する問題

かつて国家契約は，圏内問題であると評価され

ていた. 1929年のセルピア公債事件における常設

国際司法裁判所の「国際法上の主体としての能力

に基づいて国家間で結ばれた契約で‘ないものはい

かなる契約も，いずれかの国家の圏内法に基づ

く F という言葉は，そうした立場の典型的なも

のであるといえる．従って契約関係を規律する法

は，国際私法の原則によって決定される特定の国

家の圏内法であると考えられたへ 国家契約は契

約締結地や，契約履行地が契約当事者たる国家の

領威内である場合が多く，国際私法の原則に従っ

て契約関係を規律する法を決定すれば，契約当事

者たる国家の圏内法が指定される可能性が高い．

しかし，国家は圏内法を改正する権限を有するた

め，契約締結後に自国に有利な法の改正を行いう

る．また，革命やクーデタなどによって政府が交

替した場合，新政府の政策によって契約が変更ま

たは破棄されても，当該行為が新政府の制定した

圏内法上正当な手続に従ったものであれば，私人

はこれに従わざるをえない．

国家契約を規律する法を契約当事者たる国家の

圏内法とすることによって生ずる以上のような契

約関係の不安定性は，国家契約を結ぶことに関し

て私人を消極的にさせる．しかし，国家契約に基

づく活動は，私人に大きな利益をもたらす可能性

を持つと同時に，契約当事者たる国家に資本や技

術をもたらすとし、う点で重要な意味を持つ場合が

多い．従って契約関係に安定性を与える方法が求

められた．そうした試みのーっとして，契約当事

者たる国家の圏内法以外の法を国家契約を規律す

る法として認める立場が示されため．しかし，この

立場は，契約当事者たる国家が国家契約に関する

問題を完全な圏内問題として処理することを制限

するという意味を持つ．この点で天然資源に対す

る永久主権の主張の一環として，国家は自圏内の

天然資源に対して排他的な管轄権を有し，問題が

生じた場合，圏内法上の制度によってそれを解決

しうると主張する立場から批判される川．また契

約当事者たる国家の圏内法以外の法が国家契約を

規律するとすれば，いかなる根拠でし、かなる法が

これを規律するかという問題も解決されたとはい

えない．近年，再び契約当事者たる国家の圏内法

が国家契約を規律すると規定し，さらに紛争解決

手段も，当該国の園内法上の制度によることを予

定する契約が増加してきた川ことは，このような

問題点と密接に関係する．

国家契約に関する問題は，契約の安定性や自己

の権利の保護を求める私人の主張と．自国の管轄

権の範囲で問題をとらえようとする国家の主張の

対立から生ずると言ってよい．

この論文では，国家契約を規律する法を特定の

国家の国内法以外の法とした国際仲裁の判断をい

くつかとりあげ，そこで両当事者の権利・義務が

どのようなものとされたかを検討することを通し

て，国家契約を規律する法の側面から国家契約の

性質を考えたいと思う．仲裁判断を主な材料とす

るのは，それによって現実に紛争が生じた場合

に，国家契約の両当事者の権利・義務がどのよう

に判断されるかを知ることができ，国家契約に関

する問題を実際的に考えることができると，思われ

るからである．国家契約に関して紛争が生じた場

合，まず当事者聞の交渉によって問題の解決が試

みられる．国際仲裁は交渉によって問題の解決が

得られなかった場合に用いられる紛争解決の方法

の一つである．従って，国際仲裁の事例は多いと

はいえない．しかし，その一つ一つは興味深い内

容を持っている．

仲裁において判断準則1めとして用いられる法は

重要な意味を持つ．判断準則は通常，当事者聞の

明示の合意，当事者聞の明示の合意が示されてい
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ない場合は両当事者の意思を尊重した仲裁裁判所

の判断によって決定される 13〕．当事者の権利・義

務の内容はここで選択される法から大きな影響を

うける．従って仲裁において判断準則とされた法

の側面から当事者の権利・義務の内容を検討する

ことで，具体的な問題の解決の際の国家契約を規

律する法の扱われ方を見ることができると考え

る．

以上のような立場に基づいて，この論文では，

以下の三点を中心に検討したい．

(1) 当事者が当該国家契約を規律する法を特定

の国家の国内法以外の法とすることを明示し

ている場合，または当事者聞にかかる合意が

なくとも，仲裁裁判所が同様の判断をした場

合，適用すべき法はどのように決定されたの

ヵ、．

(2）特定の国家の国内法以外の法として適用さ

れた法は，具体的にどのような内容のものと

判断されたのか．また，その判断の根拠はい

かなるものであったのか．

(3) 国家契約を規律する法原則として従来用レ

られてきた原則と異なった法原則の適用は可

能であるか．

第 3 節検討の材料とする仲裁判断

この節では，この論文で主な検討材料とする仲

裁判断の事実関係について述べる．

1. レナ・ゴールドフィールズ事件

英国法人たるレナ・ゴールドフィールズ社

(Lena Goldfields, Ltd.）は，帝政ロシア時代から

シベリアで操業していた. 1925年， レナ社はソヴ

ィエト政府から，大規模な開発・採掘・運輸に関

するコンセッションを獲得した．しかし 1929年

の五ヶ年計画の開始により，コンセッションは撤

回され，被雇用者に対する階級闘争が始まったた

め，会社は解体した．政府はさらに，家宅捜索や

幹部職員の取調べ，書類の押収を行い，逮捕され

る考も出た．かかる情況の下，プラントの操業は

不可能となり，ソヴィエト政府はこのプラントを

技術関係の機密文書も含めて収用した．会社はコ

ンセッション協定のもとでの義務の履行，または

利益の享受が全面的に不可能となったことを理由

として，コンセッション協定の仲裁に関する規定

に基づいて，紛争’を仲裁に付託した14)'

2. アプダピ事件

石油開発会社（Petroleum Development Ltd.) 

は，アブダピ領域内の特定の地域における石油の

採掘と獲得に関する排他的権利を， 1939年の契約

によってアプダピ政府から移譲された．しかし，

アブダピの領水の境界が不明確であったため，ア

ブダピの管轄権の及ぶ範囲の確定を求めて，契約

の規定に従って，会社は問題を仲裁に付託した16〕．

3. カタール事件

国際海洋石油会社（International Marine Oil 

Company, Ltd.）は1949年の協定により， カター

ルの管轄権の下にある領域の石油・天然ガスその

他の鉱物資源の探査・採掘・開発・生産・運輸・

処理に関する排他的権利を獲得した．しかし会

社が政府に支払う金銭の算定のための期間に関す

る規定の解釈が当事者間で異なったため，カター

ルが問題を仲裁に付託した16】．

4. アラムコ事｛牛

米国法人たるアラビアン・アメリカン石油会社

(Arabian American Oil Company, Aramco）は，

1933年のコンセッション協定により，石油の傑

査・採掘・搬出・輸出等について排他的権利

(exclusive rights）を獲得し，活動していた．

1954年，サウジアラビア政府はオナシス（A. S. 

Onasis）とその会社たるサウジアラビア海洋タン

カー会社（Saudi Arabian Maritime Tankers 

Company Ltd.）と協定を結び，サウジアラピア

の石油の輸送に関する優先的権利（right of prioｭ

rity）を与えた．アラムコは，この協定によって

オナシスに賦与された権利が，自社の有する排他

的権利と両立しないと主張した. 1955年，サウジ

アラビア政府とアラムコは仲裁協定を結んで，ア

ラムコの権利の内容の確定に関する宣言的判断

を，仲裁裁判所に求めた17).

5. サファイア事件

1958年，カナダ法人たるサファイア石油会社

(Sapphire Petroleum Ltd.）は，ナショナル・イ

ラニアン石油会社（National Iranian Oil Comｭ

pany, NIOC) と協定を結び，両者の50%ずつの

出資でイラン法を準拠法として共同企業を設立し
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た．協定では，石油開発に関し，調査期間と商業

活動が可能になった後の期間の 2 つが区別され，

前者の聞はサファイア仮1が完全に排他的かっ有効

な経営・管理の権利を有し，金銭的な負担を負う

と規定されていた．ただし，この間，サファイア

は活動計画に関して NIOC と協議し，活動の進

行状況につレて詳細な報告書を提出するという規

定もおかれていた．この規定は， NIOC によれば，

サファイアの全ての活動に関して NIOCの同意が

必要であり，この同意を与えるか否かは政府の裁

量によることを意味する．サファイアは，政府の

かかる非協力的態度が続けば，自己の協定上の義

務は履行できないとして，違約金と損害賠償を求

めて，紛争を仲裁に付託した18) • 

6. プリティッシュ・ベトロリアム事件（B P事

件）

英国法人たる B P開発会社（リビア） (BP Ex ” 

ploration Company (Libya) Limited）は1957年

に，米国人たる山ント（Nelson Bunker Hunt) 

がリビア政府と結んだコンセッション協定の利権

を買取って， リビアでの石油開発，その他の活動

を行っていた．しかし 1971年， リビア政府はB

P固有化法を制定し，コンセッション協定に基づ

く会社の全ての財産・権利・資本・株式の所有権

を国有会社に移転した． リピアは，イランによる

ベルシア湾頭の三島の軍事占領をイギリスが回止

できなかったことに対する報復措置としてこの固

有化を行ったが，これは，以後のリビア政府によ

る一連の固有化に先がけて行われた. B Pはコン

セッション協定第28条に基づき，紛争を仲裁に付

託することを主張したが， リピア政府はこれを拒

否した．しかし，仲裁条項に基づいて国際司法裁

判所長が選定した仲裁人は，仲裁裁判所の本件に

対する管轄を認めた19).

7. テキサコ事件

8. リアムコ事件

7. は米国法人たるテキサコ・オーヴァーシーズ

石油会社（Texaco Overseas Petroleum Compaｭ

ny, Topco）とカルフォルニア アジアティッグ

右池会社（California Asiatic Oil Company, Calｭ

asiatic), 8. はデラウェア州法人たるリビアン・ア

メリカン石油会社（Libyan American Oil Com” 

pany, Liamco）がリビア政府の国有化を原因とす

る紛争を仲裁に付託した事件で・ある．これらの会

社は， 1950年代後半から1960年代にかけて， リビ

ア政府との間で結んだコンセッション契約に基づ

き，石油の開発その他の事業を営んでいた．しか

し 1973年 9 月 1 日の固有化命令によって，これ

らの会社のコンセッションに関する財産・権利・

資産の51%が固有化され，さらに1974年 2 月 11 日

の国有化命令により，残りの41%の財産・権利・

資産も固有化された．この国有化に関し，会社側

はコンセッション協定第28条に基づいて，紛争を

仲裁に付託した． リビア政府は紛争を仲裁に付託

することに同意せず，仲裁人の指名や出廷の要請

に応じなかったが，仲裁人は本件に対して仲裁裁

判所の管轄権を認めた20)2[) • 

9. アミノイル事件

米国法人たるアメリカン・インディベンダント

石油会社（The American Independent Oil Comｭ

pany, Aminoil）は， イギリスがクウェートの宗

主国であった1948年に，イギリスの了解を得てグ

ウェートと協定を結び，石油・天然ガスの探査と

開発に関するコンセッショシを獲得した. 1961年

のグウェートの独立後，協定の改訂に関する交

渉が行われ， 1968年に協定草案が作成されたが

署名には到らなかった. 1970年代の OPEC の動

向を受けて，アミノイルとクウェートの聞で、新た

な交渉が開始され， 1973年，協定草案が作成され

た．アミノイルはこれによって金銭的な負担の増

加に同意し，その義務を果した．しかし， 1974年

にOPECが決定した「アプダピ方式（Abu Dhabi 

Formula）」の適用をアミノイルが受け入れなか

ったため， 1976年，両者間で交渉が始められたが

合意に達せず， 1977年，クウェート政府はアミノ

イノレとのコンセッション協定を終了させることを

宣言した．このコンセッションの終了に伴う補償

の金額の決定に関して，当事者聞に仲裁協定が結

ばれた22) • 

第E章 国家契約と国際仲裁

第 1 節国際仲裁

この論文で用いる「国際仲裁」とは，国家契約

に関して紛争が生じた場合に，紛争の解決を目的
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として当事者間の合意りに基づいて，アド・ホック

に設けられる仲裁を意味する．多くの国家契約は

国際仲裁による紛争の解決を予定している幻．

国家契約に関する紛争の解決方法として国際仲

裁が多く利用されるのは，仲裁の利点として一般

的に指摘される，廉価，迅速，秘密の保持，仲裁

人の専門性などの他に，私人が直接に仲裁の当事

者となりうることによる．国家は自らが結んだ契

約上の義務として，紛争を仲裁に付託することに

同意したとされるため，国内裁判所において，私
人が外国国家を被告として出訴する場合のよう

に，主権免除の原則を考慮する必要がな＼， '3）.ま

た，伝統的な国際法の中で私人に対する救済の方

法とされてきた私人の本国の外交保護権に基づく

請求の場合とは異なり，私人は自ら，自己の被っ

た損害に対する救済を求めて仲裁の当事者となり
うる 4).

こうした国際仲裁においては，仲裁地，仲裁

人，仲裁で用いられる判断基準など，仲裁に関す

る全ての事項が両当事者の合意により決定されう

る．この章では国際仲裁の性格を検討する．

第 2節学説

国家契約に関する国際仲裁の性格に関する一つ

の立場として，マン（F. A. Mann）の説をあげ

ることができるめ．彼は契約上の義務としての仲

裁を 3 つに分類する町．この論文で扱う国際仲裁

は第 3 番目の範時に分類されている．マンによれ

ば，第 3 番目の範曙の仲裁は，第 2番目の範鴫に

分類される，各々が異なる国家に住所地を有する

私人間の契約に関する仲裁と同じ性質を有する．

その理由として，国家と私人の聞の仲裁も私人間

の仲裁と同様に仲裁地法 (lex arbitri）により，

仲裁付託の有効性や効力，仲裁裁判所の構成，手

続，仲裁の判断準則などが規律されるという点が

指摘されている．当事者や他の法体系によって規

定された法の適用は，この仲裁地法が決定する範

囲と目的においてのみ認められるの．彼はこの主

張を裏付ける仲裁判断として，レナ・ゴールドフ

ィールズ事件，アルシング事件8）をあげている的．

フェアドロス（A. V erdross）は，国家と私人

の聞の契約を準国際的協定と圏内法に基づく契約

に分け，後者については圏内裁判所や私的な仲裁

裁判所が法廷地法（lex fori）または国際私法の原

則に基づいて契約を解釈するが，前者については

法廷地法に拘束されない特別の仲裁裁判所が判断

するとした．準国際的協定の場合，当該協定に関

する紛争は国家の国内法上の手続から独立した特

別の仲裁裁判所に付託されるという当事者の合意

があれば，協定に関する全ての権利及び義務はレ

ックス・コントラグトヮス (lex contractus）そ

れ自体から生ずる．この仲裁裁判所はレックス・

コントラクトヮスの内容の決定に広い裁量権を有

し，国家といえどもその判断に従わねばならな

い10）.第田章で詳述するが，フェアドロスは準国

際的協定の基礎として当事者聞の合意を極めて重

視している．従って，準国際的協定に関する紛争

の解決手段として当事者が予定した仲裁も，当事

者の合意に基づく特別な性格を有すると考えられ

たといえる．フェアドロスの説は，仲裁の基礎を

国内法と考えるマンの説とは，全く異なるといえ

る川．

ディローム（G. R. Delaume）は，国際商事仲

裁（international commercial arbitration）とト

ランスナショナルな仲裁（transnational arbitraｭ

tion）を区別する 12）＇国家は両方の仲裁の当事者

となりうるが，単なる取引行為を目的とするの

ではない国家契約（コンセッションなどがその例

である）に関する紛争解決の手段として用いられ

るアド・ホックな仲裁は，後者の範鴫に含まれる

と彼は述べている 13) • トランスナショナルな仲裁

は「国際的な性格を有する紛争解決の方法であ

る」 14). 2 つの仲裁の相違点としては，適用され

る法に関する点と仲裁判断の執行に関する点があ

げられているが，特に後者に関し， トランスナシ

ョナルな仲裁の判断の場合は，外国の仲裁判断の

承認と執行に関する条約の適用される仲裁判断に

比べて執行が困難であり，仲裁裁判で有利な判断

を得ても必ずしも実質的な有利さに結びつかない

点が指摘されている 16).

第 3節仲裁判断

仲裁を規律する法は，手続法と実体法に区別さ

れる．後者については第田章以下で国家契約を規
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律する法との関係で詳述するため，ここでは手続

法に関してのみ述べることとする．

マンの説のように仲裁地法が手続法とされた仲

裁判断としては，サファイア事件， B P事件をあ

げることができる．サファイア事件ではスイスの

ヴォー州の法が，si, B P事件ではデンマーク法1り

が，仲裁地の法であることを理由として，各々適

用された．

しかし，仲裁地の法を手続法として適用するこ

とを否定する仲裁判断が，最近の例にしばしば見

られる．アラムコ事件の仲裁判断は，最も早い時

期に仲裁の手続が仲裁地の法によって規律される

ことを否定した例で、ある 18）＇この事件の仲裁地は

スイスであったが，裁判所は，一方の当事者が国

家であり，国家は他国の法によっては規律されな

いことを理由として，仲裁の手続はスイス法によ

って規律されないとした．さらに裁判所は，サウ

ジアラビア法の適用は当事者によって意図されて

おらず，かつアラムコの本国法たるアメリカ法を

適用する根拠もないとした．そして，かかる場

合，仲裁は諸国民の法（the Law of Nations)19i 

によって規律されると判断した20)'

テキサコ事件の仲裁判断では，仲裁の手続を規

律する法について，当事者の明示の意思表示がな

い場合における仲裁の手続を規律する法の決定方

法が二種類提示された．一つは，サファイア事件

に見られるように，特定の国家の圏内法を準拠法

とする方法である 21）＇ここでし、う国内法とは必ず

しもそうである必要はないものの，一般的には仲

裁地の国内法である．もう一つは，アラムコ事件

に見られるように国際法によって直接仲裁が規律

されるとする立場である 22）＇仲裁人は，アラムコ

事件の仲裁判断で，一方当事者が国家である点が

重視されたことに言及し，また，サファイア事件

は両当事者が法人であった点でテキサコ事件と異

なると判断した．そして本件でもアラムコ事件と

同様に，一方当事者が国家である点が重要である

ことや本件固有の要素を考慮した結果，この仲裁

は国際法によって規律されるとし、う判断がなされ

Tこ23)'

リアムコ事件でも「仲裁の手続に関する規則は

両当事者の協定により決定さるべきだが，かかる

協定がない場合には，仲裁地の国内法とは別f~i vこ，

仲裁裁判所の判断により決定さるべきことは国際

法上認められた原則で、ある」と仲裁人は述べた．

そして，「この裁判所は手続に関して，可能な限

り 1958年に国連国際法委員会によって作成された

仲裁手続草案に含まれた一般原則に従うべきであ

る」とし、う予備判断の意見を支持した川．

アミノイル事件で、はフランス法が手続法とされ

たが，その根拠は，これが仲裁地法であるという

点にあるのではなく，当事者がこれを手続法とす

る意思を協定中に明示してし、たと L、う点にあるこ

とを，裁判所は明言した．裁判所によれば，本件

仲裁は「国際的またはトランスナショナルな性格

(international or rather transnational characｭ

ter）」を有している 25)'

以上のような検討から，仲裁の手続を規律する

法の決定に関しては，当事者聞の明示の意思表示

が重視され，それがない場合には，国際法が手続

法とされる場合が多くなる傾向にあることがわか

る．手続法の決定にあたっては，国家は通常，他

の国家の法によっては規律されえなレが，合意、を

結ぶことにより，他の国家の法によって規律され

うるという原則が極めて重要である．この点で

は，両当事者の平等を前提とする私人間の国際契

約とは異なった性格を持つ傾向が強くなっている

と思われる．

第 4 節投資紛争解決国際センターにおける仲裁

前節における仲裁判断の検討で，最近の国家契

約に関する国際仲裁が手続的な函で国際的な性格

を強めつつあることを指摘した．これとは別に，

国家と私人の間の紛争の解釈手続を全て国際法に

よって規律する制度も存在する点を補足しておか

ねばならない26）＇国際復興開発銀行の主削によっ

てつくられた「国家と他の国家の国民との聞の投

資紛争の解決に関する条約」の中の制度として設

けられた，投資紛争解決国際センター（Interna

tional Centre for Settlement of Investment 

Disputes, ICSID）における仲裁である27）＇条約

の第36条から第55条までに，仲裁の請求，裁判所

の構成，裁判所の権限及び任務，仲裁判断などに

関する規定が置かれている．この条約は国家と私
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人の聞の紛争を解決する手段を多数国間条約の形

で成立させようとする試みとして評価に値すると

いえる．しかし，条約加盟国の少なさ仰や ICSID

の仲裁判断の執行に関する問題29）などのために，

この仲裁制度は十分に活用されていないのが現状

である削．国家契約に関する紛争解決のための仲

裁としては，依然，アド・ホックな仲裁の果す役

割が大きいといえる．

第E章 国家契約を規律する法の選択

第 1節学説

国家契約を特定の国家の圏内法・が排他的に規律

することを否定する場合， L、かなる法が国家契約

を規律するかが重要な問題の一つである．この点

に関しては様々な学説がある．

その一つはマグネア卿（Lord McNair）の説で

ある．彼によれば，経済開発協定を規律する法

は，両当事者の国家の圏内法が十分に発達したも

のであれば，そのいずれかの法を契約を規律する

法として選択しうるが，主たる契約履行地の法が

契約を規律するに十分な程度に近代化されていな

い場合は，両者はともに十分な解決方法とはなら

ない，経済開発協定を規律し，紛争が生じた際に

裁判準則となるに最も妥当な法は「文明固に認め

られた法の一般原則」である I)•

マクネア卿の主張の基礎には，経済開発協定の

一方の当事者たる発展途上国の国内法に対する不

信感がある幻．アブダピ事件やカタール事件の仲

裁判断でもこうした不信感が示されている．

アプダピ事件では，契約関係を規律する規則に

関して，協定第17条の次のような規定に基づく判

断がなされた．

首長と会社は，善意（good will）と誠実なる信

念（sincerity of belief）に基づいて，本協定

における彼らの活動が行われ，また，本協定の

解釈は，条理（reason）に従った方法に基づL 、

てなされることを宣言するの．

第17条には，具体的な実定法への言及がないた

め，裁判所がこれを判断した．裁判所はまず，

「本契約はアプダピで結ばれ，かつ完全にアブダ

ピの領域内で履行される．もし，いずれかの圏内

法体系が適用されるとすれば，それはまず第一

に，アブダピの圏内法体系であろう．しかし，合

理的にみて，そのような法体系が存在していると

はいえない．（中略）このような非常に原始的な

地域においては，現代的な商事契約の作成に適用

しうるような確立した法原則の体系が存在すると

は言い難L、」と述ベベアプダピ法の適用を認め

なかった．さらに裁判所は，イギリス法の適用も

その根拠がないとして認めずへ以下のような判

断を示した．

…・協定17条は，いずれかの国家の国内法が，

園内法それ自体として適用されうるとし、う示唆

を否定している．第17条の規定は，文明国一般

の良識及び共通の慣行に根ざす諸原則，すなわ

ち一種の“modern law of nature，，の適用を

求めている町．

カタール事件では「協定の解釈に適用される固

有の法（proper law）はイスラム法か，もしくは

自然法的正義と衡平の原則（the principles of 

natural justice and equity）か」7）という問題

提起の下で，裁判所は適用すべき法を検討した．

まず係争中の協定には適用すべき法に関する当事

者の明示の意思を示す規定がないため，裁判所が

これに関する判断を示した8）.裁判所は「本協定

の主たる要素である石油の採掘がカタ｛ル圏内で、

行われる点，仲裁地がカタールで、ある点，及び協

定が英語と同時にアラビア語で書かれている点か

ら見れば，適用すべき法はイスラム法であるが，

イスラム法にはこの協定を解釈するに十分な原則

がなく，また，イスラム法によれば協定のある部

分が無効になるという理由から，イスラム法の適

用は認められなし、」的として，以下のように判断

した．

裁判所の意見では，両当事者はともにイスラム

法の適用を意図しておらず．協定が「正義，衡

平，良識の原則（“the principles of justice, 

equity and good conscience”）」によって規律

されることを意図してし、た川．

アプダピ事件とカタール事件は，協定の当事者

たる国家の国内法を適用しない主な理由が当該国

の国内法の不備，または欠飲にある点が共通して

おり，マグネア卿の主張と一致する仲裁判断であ

る．今日では特定の国家の国内法が排他的に契約
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関係を規律することを否定する根拠として，当該

国の法の不備や欠欽が指摘されることはない川．

しかし，当事者の属する法体系が異なる場合，そ

のいずれかの法，もしくは第三国の法を選択する

のではなく，特定の国家の圏内法ではなし、法の一

般原則を適用することを考えた点に，マクネア卿

の主張の意義があるのである．

マンは国家契約を私人間の国際的契約にひきつ

けてとらえている．コンセッションは国際的な観

点、から見れば単なる契約である 12)•従って，当該

契約を規律する法は当事者の意思により決定され

る．当事者は契約を規律する法として，圏内法・

国際法のいずれかを選択しうる 13)•マンがここで

いう国際公法とは，国家聞の関係を規律する法で

ある厳密な意味での国際法である．彼は私人間の

契約における当事者自治の原則の枠組で国家契約

をとらえているといえる．そして，契約関係を

規律する法として当事者が国際公法を選択した場

合，当該契約は国際化された（internationalized)

といえると述べている 14).

国家契約を規律する法を新しし、法体系と考える

立場もある．

フェアドロスは，準国際的協定は排他的にレッ

クス・コントラクトヮスによって規律されると主

張する．レックス・コントラクトゥスとは，国内

法や国際法と別個の新しいカテゴリーに属する

もので，当事者聞の合意によって成立し，両当

事者を拘束する．レックス・コントラクトヮスの

基礎となるのは，「合意、は拘束する（pacta sunt 

servanda）」やその他，契約を規律する一般的な

諸原則で，当事者は合意がない限り，契約の規定

を変更することはできない．また， レックス・コ

ントラクトヮスは国家の立法権に従属しない15).

準国際的協定に関して紛争が生じた場合には，協

定の規定によって設立された仲裁裁判所がこれを

解決する．その際適用される法は仲裁裁判所がレ

ッグス・コントラグトゥスに従って決定する．レ

ッグス・コントラクトゥスは両当事者の権利・義

務に関する基本的な実体法基盤で，それにより決

定された法は圏内法・国際法それ自体ではなく，

レックス・コントラクトゥスである 16) • 

フェアドロスの主張の特色は，当事者聞の合意

を版めて重視し，それに基づく新たな法秩序を設

定した点にある．しかし全ての契約は既存の実

定法秩序に基づいて成立するとし、う立場からは彼

の説は批判される．契約それ自体が独立した法秩

序を形成するという点が疑問とされるのであ

る 1り．

ラリーブの主張する，国家契約を規律する新し

い法体系は，フェアドロスのいうレックス・コン

トラクトヮスとは異なる性質を持っと考えられ

る．彼は契約は先在する（pre-existing）法体系に

挿入される（insert）べきであるとして，フェアド

ロスの主張したレックス・コントラクトクスによ

る規律を否定した18)•彼によれば，契約が挿入さ

れるべき先在する法体系は，明確に定義されうる

か，もしくは，少なくとも裁判における解釈によ

って確かめられうるものでなければならない川．

そうした法体系として彼はトランスナショナル・

ロー（transnational law）を提示した20)•これは

厳宿な意味での国際法と国内法の中間に位置

し21），国境を超えるだけでなく，国家間以外の，普

通は不予等な関係にある当事者の契約関係を規律

する．また，それは当事者の意思により，または

状況から判断して当事者が特定の国家の圏内法を

排除することを意図していると考えられる場合，

常に当事者の関係を規律する実体的な規則であ

り，その内容は法の一般原則などによって決定さ

れる 22) • 

国家契約と国際法の関係を論じた立場としても

う一つ注目に値するのは，ヴェイユ（P. Weil）の

主張である．彼は国家契約に関する国際法の機能

を，契約の基礎となる法秩序（Glundlegung）と

プロバー・ロー（proper law）に区別する 23)•後

者は実体法として契約を規律する法で，契約当事

者によって明示または黙示に選択される．彼はこ

れを，「国家と外国人の聞に結ばれた契約に適用

される国際公法の規則の総体（1’ensemble des 

regles de droit international public relatives 

aux contrats passes entre un Etat et un resｭ

sortissant etranger）」と定義している刊．前者

は，当事者聞に結ばれた契約の基礎となり，その

有効性の根拠となる法秩序である．当事者がプロ

ミー・ローを選択した場合，その有効性を決定す
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る機能を有する 35）＇従来，契約を規律する法とし

て特定の国家の圏内法以外の法を考える立場で議

論されてきたのは，ヴェイユのいうプロパー・ロ

ーに関する議論と考えられる．契約の基礎を当事

者の合意以外の客観的な法秩序におくことによっ

て，これまで当然の前提とされてきた，両当事者

の意思の有効性を認める当事者自治の原則など

の，契約の基礎づけそれ自体を再検討する立場を

示した点に，ヴェイユの主張の意義があると考え

られる．

第 2 節初期の仲裁判断における契約当事者たる

国家の圏内法の排除

最も早い時期に国家契約を規律する法として契

約当事者たる国家の園内法以外の法を認めた代表

的な仲裁判断として，レナ・ゴールドフィールズ

事件をあげることができる．

ソヴィエト政府とレナ社は，コンセッション89

で，「両当事者はこの協定に関する彼らの関係が，

協定の文言の合理的な解釈と同じく，善意と誠実

の原則に基礎を置くこと」に合意していた．しか

し，両者の合意には具体的な法への言及がなかっ

たため，裁判所がこれに関して以下のように判断

した26)'

ソヴィエト領域内における全ての圏内的事項に

関しては，契約で除外されている場合を除い

て，ソヴィエトの法が適用される．従ってソヴ

ィエト領域内における当事者の契約の履行に関

しては，ソヴィエト法が「契約の固有の法，

すなわち，それによって契約の解釈がなされる

べき法である」ということを， レナ社の法律顧

問，アイデルソン博士（Dr. ldelson）が認めて

いる．しかし，その他の事項については常設国

際司法裁判所規程第38条で認められているよう

な法の一般原則が「契約の固有の法」と見なさ

れるべきである．そして，この意見の根拠とし

てレナ社の法律顧問は，コンセッション協定そ

れ自体，及び石炭採掘権が賦与された1927年 6

月の協定は，ソヴィエト政府にかわってという

だけでなく，外務人民委員代理によって署名さ

れており，契約の文言の多くは，単なる圏内的

な法の諸原則よりも，国際的な法の諸原則の適

用を意凶している点を指摘した．解釈に何らか

の相違が生ずる限り，裁判所はこの主張が正し

いと考える27).

裁判所は契約を規律する法に関して，履行され

る義務の性質によって異なった法が適用されうる

ことを認めている．とりわけ， ソヴィエト領域内

で履行されない事項について，国際的な法の諸原

則の適用が認められた点は注目に値する28)'

契約の履行のなされる場所が契約当事者たる国

家の領域内か領域外かによって適用すべき法を区

別する立場は，アラムコ事件の際の，サウジアラ

ビア政府とアラムコ社の仲裁協定の規定にも見る

ことができる．第 4 条は以下のように規定してい

る．

裁判所はこの規定を，（a）サウジアラピアの管轄

権内にある事項に関する限り，以下に定義する

サウジアラビア法に従って，（b）サウジアラピア

の管轄権外にある事項に関する限り，仲裁裁判

所が適用すべきと見なす法に従って決定する．

ここで用いられているサウジアラピア法とは，

（めイマン・アームッド・イブン・ハンバル学派

によって教授されている， ω）サウジアラピアに

おし、て適用されている，イスラム法である 29) • 

裁判所はまず，法律関係の性質決定に関し，様

々な法体系におけるコンセッションの性格を検討

し，コンセッションは契約的な性格を有すると判

断した80）＇そして係争中の契約関係に適用される

法は，国際私法において意思自治の原則として知

られている原則に基づき，当事者の意図を尊重し

て決定すべきである，と裁判所は述べた川．第 4

条によれば，当事者はコンセッションが単一の法

によって規律されないことを宣言していたと考え

られる叩．従って，コ γセッション協定の効果の

うちのいくつかはサウジアラビア法によって規律

されないと裁判所は判断した問．

しかし，ハンバル派によれば，ムスリムの法は

石油開発に関する活動の法的性格を決定するに十

分な程度に発達しておらず，また，この石油コン

セッションはその国際的関係のゆえに「非圏内化

( delocalize）」されて，国際条約と同質のものとさ

れたため，諸国民の法（the Law of Nations）に

よって規律されるべきであること，及びこのコ γ
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セッショシには国際司法裁判所規程第38条に言及

された法の一般原則が適用されるべきであること

をアラムコが主張した刊のに対し，コンセッショ

ン協定も当事者聞の法であり，サウジアラビア法

の欠歓を補っていると裁判所は述べた問．裁判所

によれば，「私法に関する事項は原則としてサウ

ジアラピア法によって規律されるが，一点、だけ重

要な留保がある．必要な場合には法の一般原則，

石油取引における慣行と実務，及び純粋法律学の

示唆によって，サウジアラビア法が解釈され，か

つ補足されねばならないという点である．とりわ

け，私的権利のあるものが（中略）サウジアラピ

アで現在存在している法によって保護されなし、場

合，そのようなことが必要である」附．裁判所は

さらに，サウジアラビア法上のコンセッションは

西洋諸国の法制度におけるコンセッションと同様

のものを意味するから，サウジアラビア法の欠飲

を補う石油取引の慣行と実務とは世界的に認めら

れたものであるとしている37). 一方，石油及び石

油製品の外国への販売や運搬などのコンセッショ

ンの国際的効果に関しては，これが海事法と国際

石油取引の慣行，及び実務によって規律されると

裁判所は判断した38）＇また，「海上運送，国家の

領水における主権，国家の国際的な義務違反に対

する国家責任などのように，ある事項がし、かなる

国家の圏内法のどの規定によっても規律されえな

いとし、う結論が客観的な理由によって導かれる場

合には，コンセッションの効果に国際法が適用さ

れるべきであると裁判所は考える」とも裁判所は

述べている附．

アラムコ事件の仲裁判断で注目すべき点は，ま

ず第ーに，契約の効果を細かく分類し，各々に最

も適する判断準則を決定した点，第二に，契約の

解釈に関して実務的な要素を極めて重視してし、る

点，第三に，国際法の適用に関してかなり制限的

な見解を示している点である．

サファイア事件では，適用すべき法に関して当

事者が規定していなかったため，裁判所がこれを

判断した．その際仲裁人は，当事者の意図として

の証拠，とりわけ契約中に見られる証拠によっ

て， L、かなる法体系の適用が最も適当であるかを

判断すると述べている叫．サファイアと NIOC の

契約の場合，契約地法（lex loci contractus），及

び契約履行地法 (lex loci executionis）はイラン

法であるが，この契約が伝統的な国際私法でし、う

通常の国際的な商事契約と根本的に異なる点を考

慮すれば，イラン政府がその改正権を有するイラ

ン民事法の適用によっては，私人の権利は保護さ

れえないと裁判所は判断する 41). またイラン法が

適用されないとし、う判断の理由として，以下の点

も指摘されている．

(1）本件では，紛争が生じた場合の仲裁人はス

イス，デンマーク，スウェーデン，ブラジル

のうち，いずれかの最高裁判所長によって選

ばれると規定されており，契約を結んだ時点

で当事者が仲裁地を予測することは不可能で

あったことから，仲裁地法を適用することは

できない川．

(2) 協定第38条において「両当事者はこの契約

を信義誠実の原則（the principles of good 

faith and good will）に従って履行する」と

指定されており，過去の事例や学説によれば

かかる規定の存在は当事者がイラン法やその

他の国家の圏内法の適用を排除し，文明固に

共通の慣行に基づく法の一般原則の適用を意

図していたことの表われである刊に

(3) 協定第37条に不可抗力（force majeure）に

関する規定がおかれており，その定義は国際

法の原則に従うと規定されている叫．

(4) NIOC と外国法人との契約のうち，サファ

イア社との協定が最も遅い時期に結ばれた．

NIOC と他の法人との協定には「両当事者の

国籍が異なる点を考慮すれば，この協定は，

イランと他方の当事者たる法人の設立された

国々に共通する原則によって規律され，解釈

され，適用される．そしてかかる共通の原則

がない場合には，国際裁判所において適用さ

れた諸原則を含む，文明国において認められ

た法の一般原則によって，協定は規律され，

解釈され，適用される」と規定されている．

理性と誠実の原則に従えば，かかる規定は本

件においても適用されるべきである州．

以上の理由から，両当事者がイラン法の適用を

排除することを意図していたことは明らかである
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として，必要な場合には国際裁判をも考慮しつ

つ，文明固に認められた法の一般原則を適用する

と仲裁人は判断した46) • 

サファイア事件の仲裁判断の特色は，まず第ー

に，契約を規律する法として完全にイラン法を排

除した点である．私人の保護とし、う立場がかなり

強く主張されており，イランが法律の改正権を有

する点にも言及がある．このような点では，アプ

ダピ事件やカターノレ事件てー示された契約当事者た

る国家の圏内法に対する不信感と共通点を持つ．

第二に，プラムコ事件のように契約の効果によっ

て適用すべき法を区別する立場をとらず，「文明

国に認められた法の一般原則」を全ての事項に関

する判断準則とした点である47）.第一の特色とも

関連するが，契約における権利・義務を「法の一

般原則」の名の下に，西欧諸国の法原則によって

判断しようとする姿勢を見ることができる．イラ

ン法の適用の排除それ自体は，当事者の意思を考

躍した結果であるとされるが，根本的には仲裁裁

判における判断準則を西欧諸国の法体系にひきつ

け，私人を保護することを意図した結論といえよ

う．

第 3節 リビアの固有化に関する 3 つの仲裁判断

1. 契約の基礎となる法秩序

B P事件，テキサコ事件， リアムコ事件では，

リピア石油法第28条第 7項の以下のような規定に

従って適用すべき法が判断された．

このコンセッションは，国際法の諸原則に共通

するリピア法の諸原則によって規律され，かっ

解釈される．そのような共通の原則が存在しな

い場合には，国際裁判所によってこれまで適用

されてきた法の一般原則によって規律され，か
つ解釈される叫．

この規定は，コンセッションを規律し，解釈す

る法を明示している. B P事件の仲裁人は「裁判

所は可能な限り，第28条第 7項をその明確かっ明

白な意味に従って適用するだろう」と述べてい

る的．すなわち， B P事件では意思自治の原則を

当然の前提としていたといえる．既に検討したア

ラムコ事件やサファイア事件でも当事者の意思を

尊重する立場が示されており，その有効性は問題

にされなかった悶. B P事件はこのような従来の

立場に沿った仲裁判断であるといえる．

ヴェイユが主張する契約の基礎となる法秩序と

プロパー・ローの区別を明確に示したのは，テキ

サコ事件の仲裁判断である叫．仲裁人は， リピア

石油法第28条第 7項による法の選択の有効性，す

なわち，意思自治の原則の本件における妥当性を

まず検討しなければならないとしている悶．仲裁

人によれば，「本件の場合，契約の拘束力を持つ

とし、う性質が生ずる法秩序」は国際法それ自体で

あり，「この契約を規律する法」は，第28条にお

いて当事者が規定した．簡単に言えば「共通の諸

原則」とされている二重の体系（two-tiered sys・

tern）である問．そして「国際法上，当事者は自

らの契約関係を規律する権利を有する」と裁判所

は判断した64) • 

テキサコ事件の仲裁判断が意思自治の原則の有

効性の基礎を国際法に求めたのに対し， リアムコ

事件の仲裁判断では，国際私法・リピア法・国際

法の原則における，当事者の選択した法に関する

規定の有効性が検討された町．そして仲裁人は

「公的性格と私的性格の混じった契約の当事者が

当該契約において当事者聞の契約関係を規律する

法を自由に選択しうるということは，圏内法・国

際法双方の普遍的な原則である」と判断した附．

テキサコ事件・リアムコ事件における当事者に

よって選択された法に関する規定の有効性の検討

は，従来の意思自治の原則を前提として判断する

立場とは異なる新しい傾向といえよう．

2. 契約関係を規律する法

リビアの固有化に関する 3つの仲裁判断のう

ち，契約関係を規律する法に関して最も特色のあ

る判断を示したのはテキサコ事件の仲裁判断であ
る．仲裁人は第28条第 7 項を以下のように解釈し

た．

本件の場合，国際法の諸原則はリピア法の適用

の基準となるべきである．なぜなら． リピア法

が適用されるのは，それが国際法と一致する場

合においてのみだからである．それゆえ，主と

して国際法の諸原則，そして二次的に法の一般

原則に言及がなされているということは，結果

的に当事者聞の法律関係に国際法が適用される
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ということになる町．

さらに仲裁人は，契約が国際化された場合，契

約の規定によって指定された国内法の性質に関し

て，以下の二点を指摘している．

まず第一に，圏内法（すなわちリビア法の諸原

則）は国際法秩序のレヴェルに高められる．言

葉をかえていえば，圏内法は国際裁判所によっ

て適用される一連の法規となる規範的な内容を

有するがゆえに，実体法（substantive law，“rふ

gles materielles”）として国際法秩序に挿入さ

れる．その適用可能性の根拠は，契約当事者た

る国家の主権の自動的な行使ではなく，同当事

者の共通の意思に由来する．それゆえ司契約当

事者たる国家の圏内法は，挿入によって， レッ

グス・コ γ トラクトゥスと見なされる．

第二に，契約当事者たる国家の圏内法はそれ

自体が国際法の一般原則を含んでいる．すなわ

ち，国際司法裁判所規程第38条に規定されてい

る法の一般原則の一つの表現形式である．（中

略）それらは様々な国内法から生ずる国際法の

一つの法源である．それゆえ，国内法の適用

は，それ自体が国際法の一部または一区分て、あ

る法の一般原則の適用を排除しない58) 0 

仲裁人はまず，契約を規律する法と契約の基礎

となる法秩序を区別することを明言し，契約を規

律する法に関しては，第28条第 7項の規定に従っ

てこれを判断するとした．だが第28条第 7項の解

釈において，圏内法，法の一般原則，国際法の性

格づけによって結果的に国際法の適用可能性をか

なり広く認める結論が示されている．契約の基礎

となる法秩序を国際法と判断したことが，契約に

適用される法の決定においても大きな影響を与え

たものと考えられる．

第28条第 7項の解釈に関して，テキサコ事件の

ように広く国際法の適用可能性を認める立場はB

P事件やリアムコ事件では示されていない. BP 

事件では会社側が以下のように主張していた．

原告は，契約を規律する唯一の法として， リビ

ア法は排除され， B P コンセッションを規律す

る法は国際公法であると考える．あるいは， B

P コンセッションそれ自体が両当事者の関係を

規律する法の唯一の法源である59),

これに対し仲裁人は，第28条第 7項によれば

「原告は契約違反による請求を行う根拠として，

被告の行為が国際法違反であることを証明するだ

けでは不十分である．国際法とリビア法がその問

題について抵触する場合，それは法の一般原則の

適用によって解決されねばならなし、」と述べてい

る附．原告が主張した国際公法の適用が認められ

なかったのは，第28条第 7 項はそのように規定し

ていないという理由による61)•さらにB P コンセ

ッションそれ自体が両当事者の関係を規律する唯

一の法源であるとし、う主張も認められなかった．

仲裁人はその理由として，「契約を規律する法体

系は第28条第 7 項が明示しているもののみであ

る．すなわち， リピア法と国際法に共通の諸原則

が存在しない場合，国際裁判所におし、て適用され

てきた諸原則を含む，法の一般原則が契約を規律

する法体系である」と述べている問．

リアムコ事件では，第28条第 7 項の規定によれ

ば，固有の法はまず第ーに国際法の諸原則に共通

の諸原則であり，そのような第一の法が存在しな

い場合は，「二次的な選択」として「国際裁判所

によって適用されてきた法の一般原則」が補充的

に適用されると，仲裁人は述べている附．仲裁人

によれば，国際法と合致しない部分は除かれるも

のの，この契約の固有の法はリビア園内法であ

る 64)•そして「リビア法一般，とりわけイスラム

法は国際法と共通の規則を有し，また，補充的な

法源として慣習や衡平の原則の適用を認めてい

る」附ため， リピア法は一般的にこの契約の固有

の法として妥当である，と仲裁人は判断した．ま

た，契約が当事者聞の法として両当事者を拘束す

ることも認められた附．

第28条第 7 項は，契約をリピア法のみが排他的

に規律することを認めていないものの， リピア法

が重要な役割を持つことは認めている．この規定

を文言どおりに解釈するならば，テキサコ事件の

仲裁判断よりも， B P事件・リアムコ事件の仲裁

判断の方がより的確で、あると思われる．テキサコ

事件の仲裁判断のように規定を解釈するために

は，この契約が国際化されているとし寸前提が必

要であった．しかし，契約の国際化を考える場合

に，当事者が自らの関係を国際法によって規律さ
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れるものとしたがゆえに契約を規律する法として

国際法が適用されるとし、う意味での国際化と，契

約が国際法に基礎を置くという意味での国際化

は，思ljの意味を持つ点に注意しなければならない

のではないか．とりわけ，後者の意味での国際化

は，あくまで契約の位置づけが国際法秩序の中に

置かれていることを認めているのであって，その

ことから契約を実際に規律する法が国際法である

という結論は必ずしも導かれえない．テキサコ事

件の仲裁判断はこの点の区別を明確にしていない

と思われる 67).

契約が国際的な性格を有するという理由で国際

法の適用可能性を認めた仲裁判断として， リヴィ

ア・コッパー・アンド・プラス社（Revere Copｭ

per and Brass, Inc.) （以下リヴィア社と略す）

と海外民間投資公社（Overseas Private Investｭ

ment Corporation, OPIC)68i との聞の保証契約に

関するものをあげることができる 69) • リヴィア社

は保証を請求する根拠のーっとして，ジャマイカ

政府の措置が「一般に認められた国際法の諸原則

に違反する」ということを主張した問．これに対

し OPIC は，「1967年協定は明らかにジャマイカ

法によって規律される．またジャマイカ最高裁判

所は租税及び鉱区使用料の引き上げの禁止を原始

的に無効とし， RJA7＇）の請求を却下した」ことを

理由のーっとして，保証の支払義務のないことを

主張した72〕．裁判所は「1967年 3 月 10日の協定は

国際契約であり，適用される法としてジャマイカ

の圏内法のみでなく，国際法の諸原則をも認めう

る」と判断した73）.裁判所がRJAとジャマイカ政

府との契約が国際契約であると判断したのは，

RJA の国籍，ジャマイカに投資された資本の性

格，アルミニウム・プラント自体の性格，アメリ

カ政府の対外援助政策との関連性など，契約の性

質の検討による問．そこでは当事者の意思などは

検討されていない．そして契約が国際契約である

ことが，国際法を契約を規律する法として認める

と L、う判断に直接結びつけられている町．

本章における検討から，国家契約を規律する法

の決定にあたっては，当事者の意思が最も重要な

意味を持つことが明らかになった．最近の新しい

傾向である，契約の客観的な性格によってこれを

規律する法を決定する立場は，その判断基準など

が現時点では明らかではなく，それが一般化する

ためには今後の慣行の積み重ねが必要とされよ

う．

また，国家契約を規律する法を特定の国家の国

内法以外のものとする場合，これを直接に国際法

とする事例は少なく，法の一般原則に対する言及

がなされることが最も多い点が注目される．多く

の学者が国家契約を規律する法に関する問題を考

える際に取りあげてきた法の一般原則は，現実の

問題解決の際にも重要な役割を果してし、るといえ

る．

第百章 国家契約を規律する法の内容

国家契約が特定の国家の国内法以外の法によっ

て規律されるとし、う立場をとる場合，いかなる法

がこれを規律するかとしみ問題と同時に，具体的

にどのような原則が適用されるかとし、う問題が生

ずる．特定の国家の園内法が契約関係を規律する

場合には，当該圏内法における統一的な法の枠組

が存在し，それによって当事者の権利・義務の内

容が決定されうるが，複数の国家の園内法の共通

点，法の一般原則，国際法などが契約関係を規律

するとした場合，どのような原則を適用するの

か，またその場合L、かなる方法でその原則を決定

するのかは，確定的ではない．しかし，実際に問

題を解決するためには，こうした点が明確化され

ることが必要であろう．本章では，仲裁判断の中

でこの問題がどのように扱われたかを検討する．

第 1 節実務上の慣行

実務上の慣行は，厳密には法とはいえなレが，ア

ラムコ事件では当事者の権利・義務の内容の判断

基準としてかなり重視された．裁判所が仲裁の判

断準則の決定の際に必要な場合には実務や慣行を

判断準則として認める立場を示したことは既に述

べたが，協定の文言の解釈を示すにあたっても「契

約の解釈は柔軟性に欠ける規則によって規律され

るのではない，むしろ論理と良識（common sense) 

の原則によって規律されるJ 1) と述べ，厳密には

法といえない要素をも判断準則とする立場を強調
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しTこ．アラムコ・コンセッション tこよってアラム

コが獲得した排他的権利の範囲の確定のために，

契約の文言の中の重要な語として裁判所がとりあ

げたのは，運輸（transport）幻，処理（deal with）町，

石油及び石油製品の搬出（carry away its petro・

leum and its products）ぺ輸出（export)5l の四

語である．裁判所は各々の語の英語，アラビア語

の意味を検討すると同時に，「コンセッション協

定第 1 条でアラムコの排他的権利の内容を示すた

めに用いられている文言は，それらが有する明確

かつ普通の意味で，また通常，石油産業において

認められているような意味で理解されねばならな

L、」と述べているの．

第 2節法の一般原則

法の一般原則は一般に，問題解決のために適用

すべき法に欠飲がある場合の補充的な法源とさ

れへ本来，国内法に基礎を置くものと言われる．

特定の国家の圏内法が国家契約を排他的に規律す

ることが認められない場合，当該契約における両

当事者の権利・義務の判断準則として法の一般原

則がしばしば用いられる．この節では，仲裁判断

の中で法の一般原則であると認められた原則をと

りあげ，仲裁裁判所がし、かなる方法で当該原則を

法の一般原則と見なしたかを検討する．

1. 既得権尊重の原則8)

アラムコ事件で裁判所は，アラムコがコンセッ

ション協定によって獲得した排他的権利は既得権

(acquired or “vested” rights）の性格を有する

と判断した．従ってオナシスとサウジアラピアの

協定がアラムコ・コンセッションと法的に平等な

ものであっても，第一のコンセッショネアたるア

ラムコの権利は第二のコンセッショネアたるオナ

シスと政府の契約によっては妨げられえないとさ

れた的．この「既得権尊重の原則は国際公法と多

くの文明国の国内法によって認められている基本

的な原則である」と裁判所は述べたI 0) •そして，

既得権の尊重の原則を定めた多くの国際判例を示

し，また「イスラム法のハンパル派においては，

他の文明国の法体系におけると同様に，既に獲得

された私的権利，とりわけ契約上の権利の尊重は

根本的な原則である」とも述べている 11).

サファイア事件においても，仲裁人は「コンセ

ッションによって獲得された権利の尊重は，既得

権の尊重のー側面にすぎない．そしてこの既得権

の尊重が国際裁判所によって認められた法の一般

原則であることは，疑う余地はなし、」と述べてい
る 12) • 

2. 不当利得13)

国家契約が国家によって一方的に破棄された場

合，私人が救済を求める根拠となる原則の一つは

不当利得である．

レナ・ゴールドフィールズ事件で，レナ社は損

害賠償の請求の根拠として，契約違反に対する損

害賠償と不当利得の 2種類を示した上で，本件の

場合，後者が望ましいと主張した14) • レナ社の主

張によれば，不当利得の原則はソヴィエト・ロシ

アを含む大陸法系の国であるフランスやドイツの

法制度の中に存在し，スコットランド法にも受け

入れられている．また，イギリス法においてはこ

の原則は完全な形では認められていないものの，

「受領された金銭の返還請求」に関する権利また

は「約因の全面的不履行」（right of action “ for 

money had and received ,” or “ total failure of 

consideration”）の法理によれば，不当利得と同

様の結論が導びかれる 16）.従って不当利得は法の

一般原則と認められる．このようなレナ社の主張

に対して，裁判所は以下のように述べている．

政府の行為はその（レナ社がコンセッション協

定を履行すること，及びその履行によって利益

を得ることを全面的に不可能にする）原因とな

る契約違反の行為である．その結果として，レ

ナ社はそれ以上の義務を履行する責任を解除さ

れる権利，及び不法に奪取された利益の価値を

金銭によって賠償される権利を得た．通常の法

原則によれば，これは損害賠償請求権を構成す

るが，裁判所は「不当利得」の原理に基づく判

断の方が望ましいと考える．ただし，裁判所の

見解によれば，前者に基づレても結果は同じで

ある 16) 0 （カッコ内は筆者による．以下同じ）

レナ・ゴールドフィールズ事件で、は会社への救

済の判断準則として不当利得の原則の適用が認め

られたが，この原則の適用は広く認められている

わけではないと思われる． リアムコ事件でリアム
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コが不当利得に基づく救済をも主張したが，仲裁

人は「原則として，これら（不当利得や権利~{i用）

は，他の根拠に基づくことができない場合，補充

的にのみ用いられうる」として，不当利得の原則

を適用しなかった1り．

3. 契約の不履行

国家契約に関する国家の行為について紛争が生

じた場合に私人の救済の根拠となるもう一つの原

則は，契約上の義務の不履行とその効果に関する

ものである．

サファイア事件では，仲裁人はNIOCが契約上

の義務の特定の部分の履行を拒否したことは契約

違反であると判断した．仲裁人は以下のように述

べている．

契約上の合意が尊重されねばならないとし、うこ

とは基本的な法原則であり，国際裁判におレて

常に認められている．約束は守られるべし

(pacta sunt servanda）の原則はあらゆる契約

関係の基礎である．この原則は紛争の両当事者

の法，すなわちカナダ法と同時にイラン民法第

219条に含まれている．

そして仲裁人は契約違反の効果について，以下

のように判断した川．

実定法体系の中に見出される私法の一般的規則

がある．それによれば，双務契約においての一

方当事者の契約違反による義務の不履行は，他

方当事者の義務を解除し，かつ損害賠償という

方法による金銭的補償に関する権利を生じさせ

る．この原則を適用する方法は多様である．と

りわけふ裁判技術及び権利の行使に必要な手続

は多様である．しかし，この原則は一般的な規

則であり，文明国に認められた法の一般原則を
構成する 19)'

そして仲裁人は，フランス民法， ドイツ民法，

コモン・ロー，カナダ法，イラン民法における契

約違反の効果に関する規定を示して，上記のよう

な原則が法の一般原則と考えられうることを示し
た20)'

以上の検討から，各々の仲裁判断において適用

された原則は様々であるが，その適用の根拠に関

しては，様々な法体系を比較し，当該原則が認め

られていることを示す方法をとるという点で共通

点が認められる．この方法による法の一般原則の

適用は柔軟性に富み，機々な法体系が存在し，か

っ変化の激しい国際社会の問題解決に大きな意味

を持つものと思われる．ただし，具体的な原則の

内容やその適用の根拠づけは仲裁裁判所の判断に

委ねられているため，適用可能性が検討される原

則の選択や，比較に用いられる法体系の選択がど

の程度客観的になされうるかが重要な問題であろ

う．

第 3節複数の法の指定

この節では，仲裁の判断準則として複数の法が

予定されている場合，その内容がし、かに確定され

るかを， リビアの固有化に関する 3 つの仲裁判断

を検討することによって考える．

1. 国家の固有化行為と契約上の義務

B P事件では， リピア政府の行為が契約違反で

あるかという点について，仲裁人は以下のように

判断している．

B P国有化法及びそれに基づく被告の諸行為

は，協定及び協定の下での被告の義務の全面的

な履行拒否であり， B P コンセッションに対す

る基本的違反を矯成する．あまりに基本的で，

かつ多言を要するがゆえに引用するには及ばな

いが，適用すべき法体系の諸規則に基づき，裁

判所はこのように判断する．さらに言えば，被

告による原告の財産権及び利益の取得は，当該

行為が純粋に異質な政治的理由によってなさ

れ，かつ，その性格が悲意的・差別的であるが

ゆえに，明らかに国際公法に違反する21)'

テキサコ事件では，仲裁人はリビア政府の行為

がコンセッション契約上の義務に違反するかとい

う問題の検討にあたり， リピア政府の行為が正当

化されうる根拠として以下の 3 つをあげている．

第一の根拠は，係争中の契約の性質に基づく．

すなわち，当該契約が行政契約であれば，一

定の条件の下で契約当事者たる国家による変

更，及び解除が可能である．

第二の根拠は，主権概念と固有化措置の性質そ

れ自体に基づく．

第三の根拠は，国際法の現在の状況，とりわけ

近年，国際連合で採択された天然、の資源、と宮
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に関する決議から演鐸される 22)'

仲裁人は，以上の 3 つの根拠はし、ずれも認めら

れないとして， リビア政府は契約上の義務を履行

しなかったとした．仲裁人は以下のようにも述べ

ている．

国有化を行う主権国家は，契約当事者としての

義務を無視することはできないと判断すべきで

ある．そうでなければ，国家の契約上の義務の

全てが当該国家の純粋な随意条件の下でこれま

で保証されてきたものであり，それゆえ，この

ような義務は当該国家に対してし、かなる法的拘

束力も有していないと判断することになる23)'

リアムコ事件では，｛中裁人は係争中のコンセッ

ション契約に関するリアムコの権利を財産権と契

約上の権利に区別している．まず財産権に関し

て，今日では，公的な必要性が生じた場合，所有

権の絶対性が制限されるようになってきたこと，

イスラム法上の財産権の保障においても，公的な

必要性に関する制限が認められていること，そし

て国家の固有化の権利が今日認められるようにな

ってきたことに言及した24人一方，契約上の権利

に関しては，契約の不可侵（sanctity of contract) 

の原則について述べている．

仲裁人によれば，契約を結ぶ権利は古くから様

々な法体系において，基本的な権利として認めら

れてきており，この原則を保護し，性格づける原

則として「契約は当事者の法である（the contract 

is the law of parties）」，「合意は拘束する（pacta

sunt servanda）」，があげられる，さらにこれら

の原則のコロラリーとして，契約の終了または変

更に関しては当事者間の合意が必要とされる点に

も仲裁人は言及した25）＇そして，こうした契約の

拘束性の原則や，契約の終了または変更に関し当

事者聞の合意が必要とされるという原則は， リピ

ア法，イスラム法においても認められていると仲

裁人は述べた．また，国際法に関しでも，従来，

国際仲裁などで「合意は拘束する」の原則が認め

られ，学説により，「国家の固有化に関する主権

的な権利は契約上の権利によって制限される」こ

とが主張されてきたとしている．仲裁人によれ

ば，「協定の尊重の原則は，通常の契約，及びコ

ンセッション協定に適用される．そしてこの原則

は政府のみならず，個人をも拘束する．同様の原

則はイスラム法においても認められている」．そ

して仲裁人は「リビア政府の国有化措置が不正

でかつ純粋に差別的であることは証明されなかっ

たため，コンセッションと固有化に関してはリア

ムコに対するリビア政府の契約上の責任が残って

いる」と判断した26)'

3 つの仲裁判断の検討の結果，固有化行為その

ものに関する問題とコンセッション契約によって

国家が負った義務に関する問題が明確に区別され

ている点に共通性が認められる．固有化それ自体

は合法的であっても，それにより，国家の契約上

の義務も消滅するのではないから，国家は固有化

を行った後も契約上の義務に関する責任を負わね

ばならない．

2. 契約の不履行の効果

B P事件では，義務違反の効果に関し，リピア

石油法第28条第 7項に従って，まずリビア法の一

般原則2η と国際法の一般原則聞を仲裁人は検討し

た．しかし，両者に共通する原則は見出されなか

ったmため，第二の判断準則として指定された法

の一般原則が検討された．仲裁人は法の一般原則

は国際公法と園内法の両者に基づいて決定される

のではなく，圏内法上の原則のみにより決定され

ると述べ，英米法・ドイツ法・デンマーク法にお

ける契約義務の違反に関する制度を検討した．し

かし，「世界の代表的な国々の商法は，契約に対

する一方的違反の効果はし、かなるものかとし、う点

及び善意の当事者は契約に関する救済として特定

履行を主張しうるかという点に関して異なってい

る」叫ため，原告の請求を認める法の一般原則を

見出すことはできないと仲裁人は判断した．原告

に対する救済に関し，仲裁人は以下のように述べ

ている．

条理原則によれば，国家慣行と条約法によって

証明された国際法と，英米の契約法を規律する

原則に一致する結論が導かれる．すなわち，主

権上の行為によって国家が企業及びその資産を

終了させるような方法で固有化を行い，コンセ

ッション協定に基本的に違反した場合，コンセ

ッショネアは，協定の当事者たる政府の特定履

行及び，自己の契約上の諸権利の回復を請求す
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る権利を獲得するのではない．コシセッショネ

アにとって唯一の救済を求める方法は損害賠償

の請求である31).

テキサコ事件では，仲裁人は第28条第 7項の規

定に従ってリピア法の原則と国際法の原則を比較

する．まずリピア法の原則としては「特定履行

(specific performance）が契約違反に対する第ー

のかつ通常の制裁」聞であり，「損害賠償は特定履

行が不可能な場合にのみ補助的に認められる代替

的な救済である」闘に次に国際法上は「実際には

金銭補償の形による損害賠償が原状回復（restitu

tio in integrum）より広く用いられている」こと

は認められるが，損害賠償は代替的な性格を持

ち，原状回復が不可能な場合に適用されると述

べ，国際法上の契約違反に対する救済も原状回復

が原則であるとした34)•そして， リビア法上の特

定履行と国際法上の原状回復は同じ内容であると

述べ，契約違反に対する救済が原状回復であるこ

とは， リピア法，国際法の両方に共通すると判断

した．こうして仲裁人は， リピア政府に対し義務

の履行を命じた町．

リアムコ事件では，仲裁人はリアムコに対する

救済措置を検討する際， リアムコがまず最初に原

状回復，そして代替的に損害賠償を請求したこと

に言及しSベ本件における原状回復の原則の妥当

性を検討した．まず， リピア民法とイスラム法の

裁判においては原状回復が認められており，また

国際法上も履行が可能な場合には原状回復が認め

られると述べた町〉．しかし，国際社会においては

原状回復が不可能な場合が多い点，すなわち「原

状回復の強制は国家の対内的主権に対する許され

ざる干渉となる可能性がある」点を仲裁人は重視

する削．本件の場合，仲裁人は固有化措置が合法

的なものであると判断しており，原状回復の請求

を認めることは，固有化措置の取消を前提とする

ことになり，これはリピアの主権の侵害となる．

よって本件の場合，原状回復の強要は不可能であ

ると考えられる．以上の理由から仲裁人は，損害

賠償のみがリアムコに対する救済措置と考えられ

ると判断した則．

三つの仲裁判断の検討の結果，テキサコ事件と

リアムコ事件の仲裁人はリビア法の諸原則と国際

法の諸原則に共通する原則を見出しえたが， Bp 

事件の仲裁人はこれを見出せず，最終的に条理原

則に基づく判断をしたことがわかる．すなわち，

複数の国家の法制度に共通する原則を適用する場

合，どのように法を比較するかによって異なった

結論が導かれうるのである．こうした規定の予見

可能性を高めるには，比較法の手法の明確化が必

要であろう．

本章で検討した原則のうち，法の一般原則と複

数の法に共通する原則は，いずれも複数の国家の

圏内法の比較によって導かれるものである．比較

の対象となる法体系の数から言えば，前者の方が

より普遍性を持ちうるといえる．しかし，両者は

ともに，どのようにして法の比較が行われるかに

よって，最終的な結論が大きな影響をうけるもの

と考えられる．国家契約に関してこうした原則が

有効に用いられるためには，各国の法を比較する

手法の客観化が必要であろう．

本章の検討でもう一点注目しなければならない

のは， リアムコ事件の仲裁人が最終的な救済措置

の検討の際，請求が国家に対してなされているこ

とを考慮した点である．紛争の解決の段階でこう

した点を考慮せねばならないとすれば，契約に関

する権利・義務も考え直さねばならないのではな

し、かと考える．本章で扱ってきた原則はいずれも

私法上の契約に関するものであったが，契約の一

方当事者が国家であるがゆえに特殊性を持つと考

えられる国家契約に関する問題の真の解決が，こ

うした原則に基づく判断によってもたらされうる

のだろうか．国家契約を規律する法原則の基礎そ

れ自体を改めて聞い直しても良いのではないだろ

うか．

第V章 国家契約と行政契約

前章の最後で述べた疑問は，これまでも無視さ

れてきたわけではない，少数派ではあるが，国家

契約において契約の一方当事者が国家であること

を考慮し，これをフランス法上の行政契約（cont

rat administratif）の概念の類推でとらえること

を主張する立場がある．本章では，国家契約を規

律する原則の新しい基礎を考えるための一つの方
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法として，こうした立場を検討する．

第 1 節学説

国家契約を行政契約の概念の類推でとらえるこ

とを主張する代表的な論者は，ファトゥロス（A.

A. Fatouros）である．彼は国家契約を規律する

法として新しい法体系である「トランスナショナ

ル・ロー」の必要性を認め，その具体的な内容を考

える際に，フランス法上の行政契約の概念の類推

が有意義であるとするり．彼によれば，フランス

法上の行政契約の重要な点は，国家が一定の条件

のもとで私人との契約を一方的に破棄しうるとい

うことよりも，この契約が財政的な意味での両当

事者の平等性に基礎を置くということにある幻．

従って行政契約の概念の類推で国家契約をとらえ

ることによって，公的な利益の保護と私人の利益

の保護の両方を統合した把握が可能になると彼は

考えため．

フリードマン（W. Friedmann）はファトゥロス

の立場を支持し，国際法の範囲の拡大によってそ

の中に含まれるようになった新しい分野を規律す

るための国際法の法源としての「一般原則（gene

ral principles）」の検討の中で，国際的なコンセ

ッション協定を行政契約の概念でとらえることを

主張した的．彼は，フランス法だけでなく英米法

にも，コモン・ロー上，政府発注契約（govern

ment contract）という制度がある点を指摘して

いるの．彼は「公的機関と私的法人の聞の国際的

な法律関係が重要性を増すにともなって，公法が

国際法の豊かな法源となるだろう」と述べた町．

ヴェイユも国家契約を規律する法として行政契

約の概念を用いることを支持している．彼は国家

契約を実体的に規律する法として主張している契

約の国際法が，条約を規律する国際法と同質なも

のとは考えられないこと，及び国際化された契約

は民事契約を規律する法原則によって規律される

必要はなく，契約の国際法の法源として，行政契

約のような要素も必要であると述べているり．

第 2節仲裁判断

仲裁においては，従来国家の側が係争中の契約

が行政契約であることを主張する場合が多かっ

た．これは行政契約では一定の条件の下で国家に

よる契約の一方的終了が正当化されるとし、う面が

強調されたためである．しかし，このような国家

{HIJ の主張を認めた仲裁判断は少ない町．

1. 契約の公的な性質と行政法の適用

エチオピア政府とリアレット社（Societe Rialet) 

の間の紛争に関する仲裁では，会社側は当該契約

が私法上の契約であることを主張したが，仲裁裁

判所は，係争中の契約はエチオピア行政法によっ

て規律される公共事業契約であると判断した．そ

してエチオピア行政法にはかかる契約を規律する

法はないとして，ヨーロッバ諸国の慣行と法を，こ

の問題を規律する一般原則として適用すると仲裁

裁判所は判断した的．係争中の国家契約が公的契

約であることが認められた結果，当該契約を規律

する法が行政法であると判断された事例である．

2. 契約の性質と契約を規律する法の区別

アルシング事件において仲裁人は，係争中の契

約の性質について以下のように述べている．

供給契約は行政法上の意味でのコンセッション

ではない．なぜなら，アルシング社は公役務上

の活動や独占的な操業の権利は与えられていな

かった．しかし，供給契約はその性格上行政的

なものである．ギリシア法においては，フラン

ス法におけると同様に行政契約と私法上の契約

の区別がなされていると考えられる 10).

契約の性質は行政的であることが認められた

が，仲裁の判断準則に関しては，仲裁人は「たと

え行政契約であろうとも，それは私法の原則と誠

実の原則によって解釈されねばならなし、」と述

べ，行政法の適用を否定した11).

アラムコ事件では，コンセッション契約の性質

の決定の際にその公的性格が問題にされた．裁判

所は圏内法上の石油コンセッションの性格につい

て「コンセッションは以上のように二重の性格を

有する．すなわち，コンセッションはまず第ーに

国家行為（State act）であり，第二にコンセッシ

ョネアに与えられた所有権（right of ownership) 

である」と述べた12）＿裁判所はかかる性質を有す

るコンセッションに対する国家の関与の形態は，

全ての固において同じとはいえないとして，スイ

ス， ドイツ，フランス，イギリスの法制度を比較
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し，さらに財産所在地法としてのサウジアラビ

ア法を検討した13）.裁判所によれば，ムスリム法

では，条約，公的または行政法上の契約と，民事

または商事法上の契約の区別はなされていない．

これらの契約は全て，協定（agreement）または

約款（pact）と見なされる．それゆえ「アラムコ

の石油コンセッションは契約的性格（contractual 

character）を有する」と判断されたのみであっ

た14）.サウジアラピア法が契約の形態を区別して

いないことから，結果的にはコンセ y ションを契

約として扱っているものの，「裁判所は領地の地

下に関して政府によって与えられた石油コンセッ

ションが公法上の一方的契約，公的または行政契

約，私法上の契約，賃貸契約，土地収益権（profit

a prendre），特殊な（sui generis）契約，すなわ

ち，部分的に公的で部分的に私的な契約のいずれ

であるかを確かめるために，サウジアラビア法を

検討しなければならなし、」と述べており，コンセ

ッションが様々な概念でとらえられうることを認

めている川．ただし， 「コンセッションに関する

文明国に認められた法の一般原則の表現と考えら

れるほど普遍的な有効性を有するがゆえに，フラ

ンス行政法は適用されうる」とし、う政府の主張に

関しては，「フランスと何の関係もない，サウジ

アラビアと米国法人の聞の紛争にフランス法を適

用する特別な理由は認められないことは明白であ

る」と裁判所は判断した川．

サファイア事件の仲裁判断では，仲裁人はサフ

ァイア社と NIOC の協定が「伝統的な国際私法の

規則によってとらえられる通常の商事契約と根本

的に異なる」という点を指摘している．仲裁人が

かかる判断をした理由は，以下の四点にまとめる

ことヵ：て＊きる．

(1) 協定の当事者に関して見れば，一方はその

主たる地位が公的企業である国有会社で，他

方は外国私人たる商事会社である．

(2) 協定の目的は通常の商業活動ではない．そ

のため，単なる契約上の権利ではなく，所有

権や領域の管理権のような性格を持つ権利が

協定の存続期間中，サファイアに与えられ

た．

(3) この協定には，外国企業に対する特別の課

税措置が含まれていることは，その公的性格

の根拠となる．

(4) この協定にはイラン政府の批准が必要であ

ったとし、う事実から，その公的性格は一層明

確になる川．

この判断の後，各国の民事法における契約の義

務違反に関する効果についての共通原則が検討さ

れた問．仲裁人は係争中の契約を私法上の原則に

基づいて判断する理由を次のように述べている．

現在問題としている契約が領域コンセッション

に関するものであることから，その法源を行

政法におく要素を含んでいるとし、う事実のゆえ

に，上述のような原則19）が排除されることはな

い．公法の規則は私法の規則とおそらく異なっ

ているであろうが，それは，イラン国家が主権

的権利に基づし、て契約の履行を不可能にするで

あろうような公法的性格の措置をとった場合に

のみ，考慮されうる．本件はそのような場合に

はあたらない制．

仲裁人が本件において私法の原則を適用した理

由は，コンセッション契約の性質にあるのではな

く， NIOC の行為の性格にあることが明確に示さ

れている．コンセッションそれ自体の性格が行政

法的な要素を含むことよりも，当事者間の紛争の

原因となった行為が公法的な性格のものではなか

ったことが仲裁の判断準則の決定について大きな

意味を持っていたと考えられる．

B P事件では，当該契約がリピア法上，行政契

約の範曙に入るとする，カイロ大学のモハメド－

A・オマール教授（Prof. Mohamed A. Omar）の

意見が会社側によって示されている．
政府は，一方的にコンセッションの規定を変更

する権利を有し，また，コンセッションを終了

させる権利をも有している．しかし，この二つ

の権利は絶対的なものではない．すなわち，コ

ンセッションの規定の変更，または終了は真に

公的な利益に沿ったものでなければならない．

仲裁人は，当該の変更または終了が善良なる理

由に基づくものであるか否かを見るために，そ

れを再検討する権利を有する．もし，この変更

または終了が合法的なものでなければ，コンセ

ッショネアは実際の損害のみでなく，変更また
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は終了が行われなければ，会社が得ていたてーあ

ろう利益の全てを含む，全損害に対する賠償を

うける権利を有する 21)'

仲裁人は以上の意見を支持するとした22）＇しか

し リピア政府の行為が契約上の義務違反となる

か否かの問題の検討においては，係争中のコンセ

ッション協定の性格に対する言及はなされていな

い23）＇ただし契約上の義務違反の効果につい

て，法の一般原則の内容の検討の際，本件におい

て無視できない特色として以下の二点を仲裁人は

指摘してレる．

(1) B P コンセッションが長期の有効期聞を有

し，巨大な工業設備を要する天然資源の採掘

及び搬出に関する権利をもたらし，かつ当事

者聞の密接で、複雑な関係を前提としてし、るこ

と．

(2) 国家が請求を受ける側となること問．

仲裁人は，商法では原状回復が原則であると考

えられるが，それは日常的な商品の取引契約のよ

うな短期間で契約上の義務が終了する契約の場合

に適用される原則であり， B P コンセッションに

ついては，（1)で示した性格が認められるため，商

法上の原則と同様の原則を適用することはできな

い．また，イギリス，フランス，アメリカの法tl,IJ

度では，政府に対する特定履行の強制は認められ

ていないことから，一般に政府に対して特定履行

を強制することはできないと述べている26) • 

このような仲裁人の指摘は，国家契約の性格を

適切に表現したものと思われる．しかし，この見

解は私法上の法の一般原則の検討の中で示され

たものである，結局，仲裁人は各国に共通する原

則を見出せず，法の一般原則を判断準則としなか

ったため，ここで－指摘された国家契約の性格は最

終的な判断の際に問題とされなかった26)'

アルシング事件，アラムコ事件，サファイア事

件， B P事件の仲裁判断では，係争中の契約が公

的な性格を有するとの判断は，適用される法の決

定と明確に区別されていた．契約関係を規律する

法として私法上の原則以外の原則の適用が認めら

れるには，契約の性格が公的で、あること以外の条

件が必要であるとされたものと考えられる．

3. 契約の規定と契約の性質

国家契約において，国家による契約の一方的変

更または終了を防ぐ方法の一つに，当事者聞の合

意のなレ契約の変更及び終了を禁じる規定（いわ

ゆる「安定化条項（“stabilization clause円）」）を

契約に挿入する方がある．この規定により，契約

の一方的な変更及び終了を契約上の義務として禁

止することが意図される27）＇多数説はこの規定の

有効性を認めてし、る． リアムコ事件，テキサコ事

件，アミノイル事件てe は，「安定化条項J が契約

の性格の判断の際にとりあげられた．

リビアの固有化に関しては， リピア石油法第16

条で当事者の合意なしにコンセッション協定の規

定を変更すること，及び当事者の合意なしにリピ

ア政府が石油政策を変更することが禁止されてい

た28）ことから， リアムコ事件，テキサコ事件の判

断の中ではこの条項が重要な意味を持っていた．

このタイプの契約は，国家と私人の間で結ばれ

た半ば公的な協定である．その目的は公的施設

の計画や特定の天然資源の開発である．かかる

契約においては，当事者の権利と義務は相互の

関係において定義される叫．

仲裁人はコンセッション協定の性格について，

公的な性格と私的な性格が混じったものとし、う点

を認めているが，それが極めて契約的な性質を有

すると述べている 80〕．その理由として，コンセッ

ションに関する法の一般原則と学説によれば，コ

ンセッションに基づく活動は公共の役務の性格を

有さず，私的な計画及び企業と考えられ，契約に

関する私法の諸原則に一般的に規律されると見ら

れていること，コンセッションは通常の契約と同

じ形態で結ぼれること，当事者の権利・義務は相

互主義に基づいて考慮され，契約の変更には相互

の合意が必要とされることがあげられている31).

とりわけ，契約の変更に当事者相互の合意が必要

とされる点に関し，仲裁人はコンセッション協定

第16条に言及する．仲裁人はまず，「安定化条項」

は国際法上，拘束力を有するとしている．そして

さらに第16条は， リピア石油法だけでなく，国内

法，国際法において認められると述べる．またこ

の規定は，新しく制定された法の遡及効を否定

し，旧法のもとでの既得権を保護する，法の不遡

及の原則にも一致すると仲裁人は述べてし、る問．
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リアムコ事件の仲裁判断においては，「安定化条

項」はコンセッション協定の性質を決定する重要

な要素であったといえる．

テキサコ事件では，係争中のコンセッション協

定が行政契約と認められうるかとし、う問題が検討

された．当該協定が行政契約と認められるなら

ば， リビア政府の行為が正当化される根拠となる

と考えられた削．仲裁人は以下のニ点を根拠とし

て，係争中のコンセッション協定は行政契約では

ないと判断した叫．

(1) 係争中のコンセッション契約は以下の三つ

のリピア法上の行政契約の条件を満たしてい

ない．

（め公共の役務の管理と開発を目的とするこ

と．

(b) 行政機関それ自体，すなわち，国家また

は公的団体と認められた機関によって結ば

れた契約であること．

( c) フランス法上の用語で言えば，「普通法

外条項（“clauses exorbitantes du droit 

commune”）」を含むこと，すなわち，公的

な必要性が認められる場合，行政機関に一

方的な破棄や変更を行う権利が認められる
こと 86) • 

(2) たとえ係争中のコンセッション協定がリピ

ア法上，行政契約と認められるとしても，行

政契約はフランス法特有の制度であることを

考慮せねばならない．すなわち，この制度

は，フランス法及びフランス法の影響をうけ

た特定の国々において認められている制度で

あって，国際法においては「あるべき法（de

lege ferenda）」と考えられてはいるものの，

まだ受け入れられていない．また特定の法体

系において認められている「行政契約」と

「民事契約」の区別が「法の一般原則」であ

るとは考えられない附．

仲裁人は（1）一（c）に関して，コンセッション協

定第16条に言及し，「行政契約は本質的に不平等

なものである」が「安定化条項」の挿入により

「国家は契約当事者たる個人と，厳密な意味で平

等な立場に立つことを意図した」と述べた町．

テキサコ事件においてもリアムコ事件と同様に

「安定化条項」の拘束力が認められた，これらの

事件では，「安定化条項」の挿入は契約における

両当事者の地位を平等なものにする効果を持って

いた．従って両当事者の地位が等しいことを前提

とする私法上の契約に関する原則が契約を規律す

る法として認められえたので、ある．

アミノイル事件の仲裁裁判所は「安定化条項」

の効力に関して異なった立場を示した．係争中の

コンセッション協定は行政契約である38〕というク

ウェート政府の主張に関して，裁判所はコンセ

ッション協定第17条の「安定化条項」聞の効力を

検討した．まず裁判所は，第17条の規定が固有化

によるコンセッション協定の終了を明文で禁止し

ていないことを理由として，第17条は固有化によ

るコンセッション協定の終了を妨げることはでき

ないと判断した削．次に裁判所はこのコンセッシ

ョン協定に関する「合意は拘束する（pacta sunt 

servanda）」の原則の拘束力の問題について述べ

た．裁判所によれば，協定が結ぼれた1948年と新

しい協定草案が作成された1973年とでは，協定の

性質そのものが変化した．すなわち，最初，国家

が賦与するコンセッションであったものが，その

後国家の経済的社会的発展のために不可欠なもの

となった．従って契約上の平等に関する拘束力は

残っているが，国家は特別の利益を享受すること

を認められうると裁判所は判断した．このことか

らも，第17条の「安定化条項」は今回の固有化を

妨げることはできないと，裁判所は述べた41)•以

上の三つの根拠によって，裁判所は「安定化条

項」の効力を認めなかった叫．

リアムコ事件，テキサコ事件と，アミノイル事

件との根本的な相違は，前者が協定の規定の解釈

によって「安定化条項」の拘束力を認める判断を

したのに対し，後者は協定の性格をも考慮した判

断をした点にある．アミノイル事件の立場は，

「安定化条項」の拘束力に疑問を投け’かけたもの

と考えられるが，協定の性格の変化を判断する客

観的な基準が示されない限り，協定の規定の解釈

に極めて恋意的な要素が入る結果にもつながりう

ると思われる．
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第 4 節行政契約の概念を導入することの問題点

前節の仲裁判断の検言すから，行政契約や行政法

的な概念を国家契約を規律する法に導入する場

合，次の三点が問題となると J思われる．

(1) 行政契約の概念は本来，フランス法固有の

ものであるため，これを国際社会における契

約関係に一般的に適用することについて説得

力のある根拠づけが必要である．

(2) 単に契約の性質が公的であるというだけで

は，行政契約もしくは行政法的な概念を導入

することは認められないため，これを導入し

うる国家契約のタイプをより詳細に検討する

必要がある．

(3) 「安定化条項」などに見られる，契約関係

を両当事者の平等な地位に基礎づけようとす

る立場と，本来「不平等な」契約関係を規律

することを前提とした行政契約や行政法的な

概念との相違をいかにとらえ，かつ調整する

かが問題となる．

(1)はおそらく最も根本的な問題点であろう．し

かし，フランス法上の行政契約それ自体を継受す

るか否かを別にして，今日多くの国の圏内法制度

で，行政契約的なものが認められるようになって

いる叫．その様々な制度を比較検討することによ

って，何らかの一般原則が明らかになるのではな

いだろうか．その作業の中で，（2), (3）の問題は徐

々に解決されてゆくであろう．今日の国際社会で

は，国家の固有化の権利，天然資源に対する排他

的な主権はもはや否定できない．そのような状況

において，国家契約における契約関係の安定化を

考えるためには，契約関係を，両当事者のある程

度の不平等性を基礎とするものととらえ，国家の

側に特殊な権利を認めた上で，私人の利益保護の

方法を求める姿勢が必要とされるのではないだろ

うか．

第四章結語にかえて

国家契約を規律する法として，特定の国家の圏

内法，とりわけ契約当事者たる国家の圏内法以外

の法を考える立場についてこれまで述べてきた．

既に指摘したように，このような立場は国家契約

に対する契約当事者たる国家の主権の介入を制限

する側面を持つ．その背景には，先進国が考える

意味での整備された法制度が契約当事者たる国家

において不備がある，または欠飲があるという事

実の認識や，これに対する不安があったことも確

かであるが，国際的な標準という名目で外国にお

ける自国民の活動を，先進国の考える基準で保護

しようとする先進諸国の意図もあったといえよ

う．そして先進諸国の経済力はそれを通すことを

可能にしていた．しかし，天然資源に対する永久

主権の主張により，このような状況は大きく揺ら

ぎ，国家契約のとらえ方の再検討が求められるよ

うになってきているといえる．

国家が私人とは異なる特殊な地位を有すること

は一般的に認められるが，国家契約と L、う問題を

考える際にはやはり，契約の一方当事者という地

位を無視しえない．一方，私人について考えれ

ば，契約の当事者としての地位は認められるとし

ても，国家を相手方として契約を結ぶことに伴う

危険の負担は，ある程度はやむをえない．国家契

約に関する問題を考える際には，この異なった性

格の両者の権利の調和をどこに見出すかが重要で

ある．

第皿章，第W章における検討から，従来の仲裁

判断では，国家契約に関する紛争は私法上の原則

によって処理されてきたことがわかる．これは，

国家契約の当事者が平等な地位にあることを前提

とした解決であり，国家の地位の特殊性を低く評

価したものといえる．

天然資源に対する永久主権の主張により，天然

資源に関する国家の主権が強化されるようになっ

てきている現状や，国家が国民の利益を代表する

ということを考えると，国家には私人よりある程

度強い権利を認める立場をとった方が国家に対し

て説得力のある解決が得られるのではないだろう

か．そして，この国家に対する説得力によって仲

裁判断に国家が従う可能性が高められるならば，

これは私人の利益の保護という観点からも望まし

いであろう．

第V章で行政契約をとりあげたのは，これが以

上のような問題意識のもとで，国家契約のとらえ

方の再構成を試みるための一つの方法となりうる

のではないかと考えるからである．こうした立場
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の導入の可否は，財政的な意味での平等を達成す

るための補償額の算定方法を合めた国内法上の行

政契約の制度や，国際社会及び契約当事者たる国

家の国内法における国家契約の位置づけをさらに

検討した上で慎重に判断すべきであり，筆者の今

後の課題のーっとなろう．

また，より広い意味を持った課題も残されてい

ると思う．これは大きく 2 つに分けることができ

ると考えている，一つは，この論文が，国家契約

に関する紛争を解決するために用いられてきた原

則の，そのような範囲に限定された場合の機能を

論ずることに焦点をあててきたことに関連する．

ある原則が国家契約に関する紛争を解決するため

の根拠づけとして望ましいか否かを考えるために

は，当該原則の機能を一般的に把慢した上で，個

別の一事象としての国家契約における機能を検討

する必要があるであろう．これは筆者にとって今

注

後の重要な課題である．

もう一つは，国際法及び国際社会の基本的な性

格を考えねばならないという点である．国家契約

に関する問題を国際法の観点から検討するために

は，国家の権利，個人の地位，法源，契約関係の

とらえ方など，国際法の規律する範囲や規律の方

法といった国際法の基本的な性格に対する認識が

必要である．また現代の国際社会は，国家間の関

係を軸として動いていた時代のそれとは異なって

おり，国家契約に関する問題がそのような国際社

会の変化に伴って重要になってきたものであると

すれば，現代の国際社会とそれに対応しうる現代

国際法のあり方を考える必要もあろう．

以上述べてきたように，今後に残された課題は

多い．これを一つ一つ解決してゆくべく勉強して

ゆきたいという抱負を述べることで，結語にかえ

TこL 、．
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8) Ibid., pp. 40-47 及び， Case Concerning the Paym巴nt in Gold of the Brazilian Federal Loans Issued 
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9）学説の詳細については第E章を参照．契約の例については Juha Kuusi, The !lost State and the Transnaｭ

tional Coゆoration; An Analysis of Legal Relationsh加，（Hampshire, 1979), pp. 62-69 を参照
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rnational public, (Paris, 1981), pp. 43-44; Georg A. Bermann ,“ Contracts between States and For巴ign

Nationals: A Reassessment ,'’ in H. Smit, N. M. Galston and S. L. Letvitsky (ed.), International Conｭ

tracts, (New York, 1981), pp. 184-186. 

12) これは applicable law の訳語である．この疏については，国際私法における定訳として「準拠法」という訳

話があるが，この論文では「適用される法」，「適用すべき法」，「判断準則」なとeの訳訴を用いる．仲裁裁判で実

質的な問題を解決するために用いられるという面を強調した表現を使いたし、と考えたためである．

13) かつては，国家契約において当該契約の解釈，履行に適用すべき法に関する規定が置かれることは少な；かっ

た．これは私人側の慎重な配慮によるものである（Lalive，“Contracts......，” 992）.しかし，最近の国家契約に

は適用すべき法に関する規定が置かれていることが多い．

14) Lena Goldfields Arbitration, (September 2, 1930) (Scott and Stutzer, Arbふ in Arther Nussbaum, 

“The Arbitration between the Lena Golclfields, Ltd. and the Soviet Government ,'’ Cornell La町 Quar

terly, XXXVI (1950), 32-33 （以下 Lena Goldf1elds case と略す）

15) Petroleum Development Ltd. v. Sheikh of Abu Dhabi, 18 I. L. R. 144 (1951) (September 1951) (Lord 

Asquith of Bishopstone, Umpire), pp. 144-148 （以下 Abu Dhabi case と略す）．

16) Ruler of Qatar v. Internatinal Marine Oil Company, Ltd., 20 I. L. R. 534 (1953) (June 1953) (Ser 

Alfred Bucknill, Referee), pp. 534-541 （以下 Qatar case と略す）．

17) Saudi Arabia v. Arabian American Oil Company (Aramco), 27 I. L. R. 117 (1963) (August 23, 1958) 

(Badawi/Hassan, and Habachy, Arb.), pp. 118 130 （以下 Aramco case と略す）

18) Sapphire Int巴rnational Petrol巴um Ltd. v. Natinal Iranian Oilｷ Company (NIOC), 35 I. L. R. 136 (1969) 

(March 15, 1963) (Cavin, Arbふ pp. 136-142 （以下では Sapphire case と略する）．

19) BP Exploration Company (Libya) Ltd. v. Government of the Libyan Arab Republic, 53 I. L. R. 296 

(1979) (October 10, 1973 and August 1, 1974) (Lagergren, Arb.), pp. 313 332 （以下 BP case と略す）．

20) Texaco Overseas Petrol巴um Company and California Asiatic Oil Company v. The Government of 

the Libyan Arab Republic, 53 I. L. R. 389 (1979) (November 27, 1975 (Preliminary Award) and January 

19, 1977 (Award on the M巴rit)) (Dupuy, Arbふ pp. 393-398, pp. 422-426 （以下 Texaco case と略する）．

21) Libyan American Oil Company (Liamco) v. Government of the Libyan Arab Republic, 20 I. L. M. 

1 (1981) (April 12, 1977) (Mahmassani, Arbふ pp. 9-29 （以下 Liamco case と略す）．

22) The Government of the State of Kuwait v. The American Independent Oil Compny (Aminoil), 21 

I. L. M. 976 (1982) (March 24, 1982) (Reuter, Sultan and Fitzmaurice, Arb.), pp. 989-999 （以下

Aminoil case と略す）．

第E章

1) 当事者の合意の方法としては，契約を給ぶ際，将来紛争が生じた場合，仲裁を解決方法とすることを規定する

条項（仲裁条項）を契約に挿入する方法と，紛争が生じた場合，両当事者が紛争解決の手段を仲裁とすることに

合意して仲裁協定を結ぶ方法の二通りがある．
2) G. R. Delaume, Transnational Contracts: Applicable Law and Settlement of Di> utes (A Study in 

Conβict Avoidance), (New York, 1975), ｧ 14: 01 （以下 Delaume, Transnational…・・・，と略す）．

3) ただし仲裁条項が絶対的な有効性を持っかという点は問題とされる．しかし，現時点ではこれを認める立場が
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一般的である．川岸繁雄「国家契約における仲裁条項の機能」『国際法外交雑誌』 82巻 3 号（1983), 7-9. 

4）外交保護権の行使によって私人に対する十分な救済が実現するかという点は問題である．国家契約に関する外
交保護権の問題を扱った著作としては以下を参照. M. Bourquin ,“ Arbitration and Economic Development 

Agreements ,” The Business Lawyer, (July 1960), 865-867; Prosper Weil, Problemes relatifs aux contｭ

rats passes entre un etat 巴t particulier ,” R. C. A. D. ム CXXVII (1969), 151-152 （以下 Weil，“Pro-

blemes ...... ，＇’と略す）．

5) F. A. Mann ,“ State Contracts and Inrernational Arbitration ,'’ in F. A. Mann, Studies in Internaｭ

tional Law, (Oxford, 1973) （以下 Mann，“State Contracts ......・”と略す）．

6)7) Ibid.・， p.256, p. 263. 

8) Alsing Trading Company, Ltd and Svenska Tandsticks Aktiebolaget v. The Greek State, 23 I. L. R. 

632 (1956) (December 22, 1954) (Python, Umpire）.この事件はタリューガー・マッチ・トラスト（Kreuger

Match Trust）の子会社とギリシア政府の聞のマッチの供給に関する会社の排他的権利を認めた契約に関するも

のである．アルシング社は28年間，ギリシアにマッチを供給していた. 1954年に会社が供給契約の継続を申し入

れたが，政府がこれを拒吾したことから紛争が生じた．
9) Ibid., pp. 262-266. 

10) A. Verdross, •‘Quasi-International Agreements and International Economic Transactions ,” Y. W. A., 
XVIII (1964), 236-237 （以下 Verdross，“Quasi-International..….，＂と略す）．

11) フ zアドロスと同じ立場をとるものとしては Bourquin, oρ. cit. がある．

12）一14) D巴laume, Transnational ...... , ｧ 14: 01, 14: 02, 14: 01. 

15) lbiム§ 14: 03. また川岸，前掲「国家契約における仲裁条項の機能」 21以下．
16) Sapphire case, pp. 168-170. 

17) BP case, pp. 309-310. 

18) マンはこの仲裁判断に対して批判的である（Mann，“State Contracts. …・・J’ 266-269).

19) この誘は「国際法」と訳される場合もあるが，この仲裁判断では，国家聞の関係を規律する法を言う場合には

public international law という語を用いているため，訳し分ける必要があると考えた．

20) Aramco case, pp. 155-156. 

21)-23) Texaco case, pp. 432-436. 

24) Liamco case, pp. 42 43. 

25) Aminoil case, p. 999. 

26) マンはこの仲裁について，国家と私人の間の仲裁としては唯一，国際法によって規律される仲裁であると述べ
ている（Mann，“State Contracts ...…J ’ pp. 270-272). 

27) この条約及びセンターについては以下の論文参照. A. Broches ,“ The Convention on the Settlement of 
Investment Disputes betweeen States and Nationals of Other States’，， R.C.A.D. ム CXXXVI (1972); 

P. F. Sutherland ,“ The World Bank Convention on the Settlement of Investment Disputes ,” I.C.L.Q., 
XXVIII (1979). 

28）条約当事国の数が少ないということは単に量的な意味で問題とされるのではない．私人の進出先として最も重

要な中東諸国が条約当事国でないため，センターの権限が及ばないという実質的な面の問題をも含むのである．

しかし，最近条約に加入する国が増加している（G. R. Delaume, •‘ICSID Arbitration and the Courts ,” A. 
よ I. L., LXXVII (1983), 803). 

29）第55条で，仲裁判断の執行に関して国家に対する免除が認められている（Delaume, ib低）．

30) 1983年までに出された仲裁判断は以下の 3 件のみである. Adriano Gardella Spa. v. Goverment of Ivory 

Coast (unpub.); AGIP Company v. Popular Republic of the Congo, 21 I. L. M. 726 (1982) (November 

30, 1979) (Dupuy and Rouhani, Arb.); Benvenuti et Bonfant v. People ’s Republic of the Congo, 21 I. 

L. M. 740 (1982) (August 8, 1980) (Trolle, Bystricky and Razafindralambo, Arb.) 

第E章

1) McNair, op. cit., p. 19. 

2) マクネア卿は，経済開発協定の特色のーっとして，契約の当事者の本国の圏内法が内容のみでなく，発展段階

も異なる点をあげている（第工章注2）参照）．
3)-6) Abu Dhabi case, pp. 148-149. 
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7) 10) Qatar case, pp. 544-545. 

11）契約当事者たる国家の園内法が問題に対して与える影響を緩和するための方法として用いられるようになって

きていると思われる．

12) F. A. Mann ,“ The Theoretical Approach towards the Law Governing Contracts between States and 

Privat巴 Persons，＇’ R. B. D. ム XI (1975), 564 （以下 Mann，“Th巴oretical. ..…，”と略す）．

13) Ibid., p. 567. 

14) Mann ,“ State Contracts. …・J’ pp. 222 妊．マンの立場はあくまで国際私法の準拠法の決定方法を基礎とする

もので，国際法は当事者によって選択される客体にすぎない．ファトゥロスが契約の国際化について，それが結局

は契約の私法化（privatization）をもたらしたと指摘している点は注目される（A. A. Fatouros ,“ International 

Law and Internationalized Contract，＇’ A. λ I. L., LXXIV (1980), 140 一一以下 Fatouros，“International

Law H・...，”と略す）．

15) Verdross，“Quasi占1ternational .…,” 233 236. 

16) Verdross, '‘The Status ...... ,'’ 456 457. 

17) この点に関し，マンやラリーブなどは，全ての契約は何らかの既存の法秩序に基づくと述べている（Mann,
“Theoretical ・….. ,'’ 562 563. Lalive，“Contracts ……，” 998）.また，ヴェイユは，かつては法的基礎を持た
ない契約も存在したが，現在ではそのような契約は認められないとしている（Prosper Weil, '‘Droit internatioｭ
nal et contrats d’Etat ,'’ in Melanges ofjerts 占 Paul Reuter, le Droit international: unite et diversite, 

(Paris, 1981), p. 573 一一以下 Weil，句roit international ...... ，＇’と略す）．また，フェアドロスの反論につい

ては， Verdross，“Quasi-International ……，” 231-232 参照．

18)19) Lalive, “ Contrats ．…・・，” 998. 

20) ランゲン（Eugen Langen）によれば，この用語を初めて用いたのはグツヴィラー（Gutzwiller) (1931年）だ
が，国際法の領域にこの諮を導入したのはジェサップ（Phillip C. Jessup）である（Eugen Langen, Transna・

tionales Recht, (Heidelberg, 1981), p. 13). 

ジェサップは， トランスナショナノレ・ローを「国境を越える活動や事項を規律する全ての法を含む法体系」と
定義しており，これが必要とされる分野の一例として国家契約をあげている（Philip C. Jessup, Transnational 

Law, (N巴W Haven, 1956), p. 2 and pp. 13 15）.ラリープはジェサップよりも， トランスナショナル・ローの

規律する範囲を狭く設定している．なお， トランスナショナノレ・ローの訳語として「超国家法」とし、う語がある

が，原語の意味を正確に伝える語とは思われないため，あえて訳さず用いることとした．

21)22) Lalive ,“ Contracts ..….,'’ 1008-1009. 

23) Weil ,“ Droit international ......,” pp. 558-567. 

24）彼は，かつて国家契約に関する論文を発表した際にも，この定義を用いた（Weil ，＇‘Prob！色mes ……f 189-

204). 

25）両者の区別については Weil，＇‘Droit international ……J ’ pp. 561 565 参照．

26)27) Lena Goldfields case, 40, 50. 

28) この点に関して，ヌスパウムは批判的である（Nussbaum, oρ. cit., 41). 

29) Aramco case, pp. 153-154. 

30)-33) Ibid., pp. 164-167. 

34) 36) Ibid., pp. 162, 168, 169. 

37) 39) Ibid., pp. 171-172. 

40)-46) Sapphire case. pp. 171 175. 

47) ラリーブはこの点を高く評価している（Lalive，“Contracts …... ,'’ pp. 1002-1011). 

48) Texaco case, p. 404. コンセッション協定はリビア石油法に従って作られている．

49) BP case, p. 327. 

50) アラムコ事件，サファイア事件では，当事者の意思を尊重する立場から判断がなされており，その妥当根拠は
問題とはされなかった．ヴェイユも，契約の基礎となる法秩序とプロパー・ローを区別した仲裁判断は，ラキサ
コ事件以外には見られないと述べている（Weil，“Droit international ……J ’ 561). 

51) Jo巴 Verhoeven，“Droit international des contrats et droit des gens ,'’ R. B. D. I., XIV (1978-1979), 

213. 

52)-54) Texaco case, pp. 442 ,143, 450. 
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55)56) Liamco case, pp. 32-34. 

57)58) Texaco case, pp. 453, 460 461. 

59)-62) BP case, pp. 324, 328-329. 

63)-65) Liamco case, pp. 35 37. 

66) Ibid., pp. 54-58. 

67) Verho巴ven, op. cit., 214-215. 

68) 投資保証を専門に行うアメリカ政府の一機関. 1969年の対外援助法修正により設立された（横田洋三「米国投

資保障に関する仲裁事件の紹介と解説（上）」『JCA ジャーナル』 24巻 l 号（1977), 14-15ベージ）. OPIC が当事

者となった仲裁の判断を研究した論文としては Vance R. Koven ,“ Expropration and the ‘Jurisprudence ’ of 
OPIC,'’ Harvard International Law Journal, XXII (1981）がある．

69) Revere Copper and Brass, Incorporated v. Overseas Private Investment Corporation, 17 I. L. M. 

1321 (1978) (August 24, 1978) (Bergan, Arbふ本件はジャマイカにおいてアルミ製錬工場とその関連設備の建

設と操業に従事した， リヴィア・ジャマイカ・アノレミナ社の資金調達を目的とした投資に関する， リヴィア社と

OPIC との保証契約をめぐる紛争についての仲裁判断て‘ある．両当事者が米国法人である点で，この論文で、扱っ

ている他の事件とは異なる．しかし， OPIC の保証の支払義務の存否の判断には，ジャマイカ政府の行為の評価

が必要であったため，ジャマイカ政府とリヴィア・ジャマイカ・アノレミナ社との協定に反するジャマイカ政府の

行為に関する判断が示された．
70) Ibid., p. 1329. 

71) Revere Jamaica Alumina, Limited. リヴィア社の子会社．メリーランド州法人で，ジャマイカでの操業は

この会社が行っていた．
72) この他の理由については Ibid., p. 1330 参照

73) Ibid., p. 1337. 

74) Ibid., p. 1338. 仲裁判断の中でテキサコ事件が引用されている点は注目される．

75) ジャマイカ政府と RJA の協定が函際的な性格を持つという判断がなされた根拠に対する批判としては， R.

Dolzer ,“ Nationale Investitionsversicherung und vi:ilkerrechtliches Enteignungsrecht-Bemerkungen 

zum Revere Copper Fall ,'’ ZaiiRV, XLII (1982), 496 妊．ただし，著者は当該協定が国際的であるという結

論には賛成している．

第W章

1) Aramco case, p. 172. 

2) この語について裁判所は，「アラムコの運送に関する排他的権利は，単に陵上におけるものではなく海上をも

含む．そしてこの権利はサウジアラビアの領水のみに限らず，法律上公海に含まれ，サウジアラビアの沿岸に隣

接し，かっ（中略）サウジアラピアの管轄と支配の及ぶ海底，及び海中を含む水域にまで及ぶ」と述べた (Ibid・－

p. 181). 

3) この語について裁判所は，プラムコが第三者と石油の積出しその他に関する協定を結ふ、ことまで含むと判断し

た （Ibid., p. 185). 

4) この語について裁判所は，ある地点、からサウジアラビア園内まで，または外国までの距離を運送することを意

味するとした （Ibidふ

5) この語について裁判所は，この話それ自体は外国へ物資を送ることを意味し，運送と関係はないが，コンセッシ

ョン協定の他の意味と合わせて解釈すれば，運送に関してもアラムコが排他的権利を有すると述べた (Ibid., pp. 

186-188). 

6) Ibid., p. 178. 特に deal with と export に関しては商慣行が重視された (Ibid・， pp. 184-185, 188). 

7) 国家契約に関する問題を考える上で，法の一般原貝ljが重要な要素であることは多くの学者が認めているが，そ

の具体的な内容は明確にはされていない．

8) マタネア卿は経済開発協定を規律する法の一般原則のーっとしてこれをあげた また， リアムコ事件の仲裁人

の意見については， Liamco case, p. 31 及び第V章第 2 節 3 を参照．

9）ー11) Aramco case, p. 205. 

12) Sapphire case, pp. 183-184. 

13) フリードマンは，国際法の範聞の拡大によって現れた新しい分野を規律するための国際法の法源となる「一般

原則」のーっとしてこれをあげている（Wolfgang Friedmann, The Changing Structure of Intc問。lional Law, 
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(New York, 1964), pp. 206 210). 

14 ）ー 16) Lena Goldfields case, 50 51. 

17) Liamco case, p. 61. 

18)19) Sapphire case, pp. 181 182. 

- 47 -

20) Ibid., pp. 182-183. この原則が一般的に認められているのは，契約の義務が相互依存関係にあるため，一方の

当事者が自己の義務を履行せず，他方の当事者の義務の履行によって利益を得ることは許されないからであると

仲裁人は述べている．また，各国の法体系，とりわけ当事者各々の本国法たるカナダ法とイラン法においてこの

原則が認められていることは意味があるとも述べられている (Ibid” p. 183). 

21) BP case, p. 329. 

22)23) Texaco case, pp. 463, 494 495. 

24）ー26) Liamco case, pp. 46-56. 

27）仲裁人は， B P国有化法について，これが国家主権の濫用により制定されたこと，及びリピア法の原則という

規定から，特別に他方の当事者を対象とした規定をここでいうリビア法の原則に含めることを両当事者が意図し
ていたとは考え難いことから，これはリピア法の原則とは認められないとした（BP cas巴， p. 331). 

28）仲裁人は国際法の原則，国際慣習法，国際判例を検討した (Ibid., pp. 332 346). 

29) Ibid., pp. 346-348. 仲裁人はリビア法の原則に関しては正確な結論は出せないとした（Ibid., p. 332）.また，

国際法の原則に関しては，まず契約の継続性について，「一方当事者によって，国際的な義務が違法に破棄され

た場合，他方当事者が合理的な期間内に協定を終了させることを選択するまでは，当該協定は依然存在している
と見なされるであろう」と述べた (Ibid., p. 346）.次に救済の方法に関しては，理論上は原状回復または特定履

行が第一に認められるべきであるが，実際には補償が支払われた例が多いと述べている (Ibid., pp. 346-348). 

30)31) Ibid., pp. 350, 354. 

32)-35) Texaco case, pp. 497, 496, 505, 507-509. 

36)-38) Liamco case, pp. 62 63. 

39) Ibid., p. 66. 

第V意
1) A. A. Fatouros ,“ The Administrative Contract in Transnational Transactions: Reflections on th巴

Uses of Comparison ,'’ in E. von Caemmerer, S. Menschikoff and K. Zweigert (eds.), [us Privatum Genｭ

tium: Festschrift fur lvlax Rheinstein zum 70 Geburststag am 5. Juli, 1969, Bd. l, (TU bingen, 1969), 

259-263. 

2)3) Ibid., 265, 269. 

4)-6) Friedmann，ゆ. cit., pp. 200, 202 204. 

7) Weil ,“ Droit international .….. ,'’ pp. 569-571. 

8）係争中の協定が公的協定（public agreement）か否かが検討され，否定的判断がなされた一例として Th巴
Administration of Posts and Telegraphs of th巴 Republic of Czechoslovakia v. The Radio Corporation 

of America, 30 A. λ I. L. 523 (1936) (April 1, 1932) (Moller, Pr巴sident of the Arbitration Court）をあ

げることができる．

9）本件は，アルコールの輸入，販売，製造に関する国家の独占についての契約違反が紛争の原因となった事例で

ある．仲裁判断の記録が入手出来なかったため，詳しく論ずることができないが，係争中の契約が行政契約と認

められ，かつ行政法の規律を認めた例としては，筆者の知りうる限りでは唯一のものであるため，あえて引用し
た以下の論文がこの事件に言及している. Lalive，“Contracts …・・，” 989/Weil，“Problemes ...... ,'’ 204, 
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